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東日本大震災の現地調査

消防科学総合センターでは、東北地方太平洋沖地震で、津波の被害を受けた太平洋沿岸

市町村のうち、岩手県及び宮城県の被災市町村の発災後４年半を経た復興状況等を概観す

るため、平成27年９月に現地調査を行いました。その一部を紹介します。

ＪＲ仙石線新野蒜駅（東松島市）

（2015年９月17日撮影）

新野蒜駅から見た復興工事の状況

（2015年９月17日撮影）



増水時の様子：決壊地点から約７ｋｍ下流の国交省鬼怒川

水海道観測所のデータでは、9/10、13時の水位約8.06ｍ、 撮

影時では 6.93ｍに低下している。 （27年９月10日18時撮影）

平常時の風景（16年１月28日撮影）

常総市内を流れる鬼怒川

平成27年９月関東・東北豪雨により常総市三坂町で堤防が決壊、そこから12㎞ほど下

流の玉台橋（常総市）から見た鬼怒川の様子
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阪神・淡路大震災をもたらした兵庫県南部地震

から21年を経過した。21年を経過したということ

は、それだけ次の南海トラフ地震に近づいたとい

うことである。過去の歴史に学ぶと、南海トラフ

へのひずみの蓄積による「地震の活動期」は約50

年間である。ところで、兵庫県南部地震が現在の

活動期の入り口なので、逆算すると30年以内に南

海トラフの巨大地震が起きることになる。

この21年間、減災や事前防備に取り組み、成果

を上げてきたことは確かである。けれども、住宅

の耐震補強や家具の転倒防止などの取り組みを見

ていると、迫りくる南海トラフ地震にはとても間

に合わないと思う。火災対策も著しく遅れている。

悲観してはならないが、20年あるいは30年のうち

に首都直下も南海トラフも起きるとなると、一刻

の猶予もないことだけは確かである。今の私たち

には、地震との勝負はもとより「時間との勝負」

に、最善を尽くすことが求められている。

そこでここでは、来るべき南海トラフ地震や首

都直下地震にいかに備えるべきかについて、改め

て論じることにする。といっても、すべてのリス

クを取り上げる余裕がないので、私が最も憂慮し

ている「地震時大火」に焦点をあてることにする。

私たちが考慮すべき最悪の事態は、沿岸部では巨

大津波だとすれば、都市部では地震大火だと考え

るからである。密集市街地で強風時に手つかずの

火災が発生すれば、何万人もの命が火災で奪われ

てしまう。倒壊によるリスクよりも火災によるリ

スクがはるかに大きい。

ところで、地震時の大火については、対策が

まったく進んでいない。というのも、多くの国民

が「地震時の火災はそんなに深刻な問題ではな

い」と思い込んでおり、その対策の必要性を感じ

ていないからである。地震大火の過小評価は、阪

神・淡路大震災の「誤った受け止め」から生まれ

ている。その時は、限りなく無風に近い状態で

あったため、ゆっくりと燃えた。そのため、焼失

面積も焼死者も「異例に少なくて済んだ」ので

ある。この被害が少ないという結果だけを見て、

「関東大震災のような焦熱地獄は現代では起きな

い」と思い込んでしまった人が少なくない。

しかしそれは、極めて非科学的な思い込みであ

る。冷静に市街地を見てみよう。現代の東京や大

阪の市街地の地図と関東大震災当時の市街地の地

図を比較してみるとすぐに解ることだが、現代の

大都市のほうが延焼のリスクが高い。木造家屋が

過密にしかも広範囲に連坦しているからだ。コン

クリート造やモルタル造が増えているので、延焼

速度は多少遅くなるものの、延焼面積はむしろ広

がるとみてよい。内閣府の首都直下の想定でも、

焼失面積は関東大震災の約２倍と見込んでいる。

市街地を燃えにくくすればいいのだが、都市の

不燃化はどう見ても次の巨大地震に間に合わない。

そこで、早期に火災を鎮圧するしかないというこ

とになる。そこでの難問は、同時に多数の火災が

発生することである。阪神・淡路大震災でも東日

覚悟して大震火災に備えよう

兵庫県立大学・防災教育研究センター長　室　崎　益　輝

● 巻 頭 随 想
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本大震災でも、常備や市民の消火能力をはるかに

上回る数の火災が発生した。震度６以上の地域で

は、１万世帯あたり0.5件から1.0件の火災が発生

し、大火につながっている。関東大震災時に比較

すると火気の状況が変化しており、人口あたりの

出火率は小さくなっている。とはいえ、火災が多

発する状況には変わりはない。

この多発ということで問題になるのは、電気を

火源とする火災が増えていることだ。阪神・淡路

大震災で出火原因が判明した火災の半数以上が電

気火災である。その電気火災の原因を見ると、漏

電や短絡による火災もあるが、大半は複電や通電

よる火災である。複電は自動回復の機能が働いて

電気が流れるもの、通電は手動回復の措置を講じ

て電気が流れるものをいう。私は、この複電と通

電を区別して論じるようにしている。阪神・淡路

大震災で大火につながった殆どが、地震の直後に

燃え上がった複電火災だったからである。

この複電火災では、自動には自動で対応するし

かないということで、地震を感知すれば自動的に

電気をシャットダウンすることが求められる。感

震ブレーカーや感震コンセントの普及が不可欠と

いうことだ。LED とともにこうした感震遮断装

置が普及すれば、電気火災の大半は防止できる。

にもかかわらず、この普及が思うように進まない。

その原因は、地震直後の複電火災のメカニズムが

一般市民に知られていないこと、巨大な破壊力を

持つ地震火災をバケツリレーで簡単に消せると甘

く考えていること、行政が地震火災対策に真剣に

取り組もうとしていないことにある。

この電気火災もそうだが、阪神・淡路大震災の

火災の実態を、減災の視点から今一度深く考察す

べきだと思う。過去の経験の中には、次の減災に

つながる課題やヒントが無数に転がっているから

である。緩慢な延焼速度にも関わらず焼死者が出

たのはなぜか、耐火造の建物にも関わらず炎上し

たのはなぜか、バケツリレーなどによる市民消火

率が低かったのはなぜかなど、その原因や背景に

もっとメスを入れなければならない。そこには、

消火設備や防火設備の耐震性の問題や常備消防の

部隊運用を含む警防戦略の問題など、その対策を

含めて早急に検討すべき重要な問題がある。

地震後の市民の初動対応として、「優先すべき

は、消火か救助か、避難か消火か」と問われた時

に、どう返事すればいいのか。これについても、

明確な答えが出ていないように思う。救助活動を

優先するあまり消火活動が疎かになり、結果とし

て大火を許し焼死を招くこともある。消火活動を

優先するあまり避難開始が遅れ、結果として火炎

に取り囲まれて焼死を招くこともある。前者につ

いては阪神・淡路大震災から、後者については関

東大震災から、答えを引き出すようにしなければ

と思っている。

いずれにしても、リスクが極めて大きいにも

関わらず、その研究や対策が極めて不十分であ

る。「建物の耐震化を進めると地震火災が減る」

といった誤った考え方が蔓延している現実を見る

と、極めて未熟あるいはお粗末というべきかもし

れない。地震火災研究に関わる私たち研究者の責

任も大きい。この研究の遅れということでは、火

災旋風の解明が遅々として進んでいない。そのメ

カニズムが解明されていないのに、もはや火災旋

風は起きないと思い込んでいる関係者が少なくな

い。万一この旋風が起きると、被服廠の例を持ち

出すまでもなく、大変なことになる。それだけに

科学的解明が急がれる。これこそ、政府が先頭に

たって解明に当たるべきであるが、拍車がかから

ない。今こそ、覚悟して地震火災に向き合わなけ

ればと思うのだが・・・。

№123 2016（冬季）
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阪神・淡路大震災からの21年。多様な防災・減

災活動が展開されてきた。中越地震では中山間地

の地盤災害、東日本大震災では津波災害、原子力

災害、そして、毎年のように繰り返される水害や

各地で活発化している火山災害など、防災・減災

活動が対象とする災害も多岐にわたる。本稿では、

まず、減災という言葉を改めて検討することから

始め、こうした多様な防災・減災活動に通底する

考え方を整理し、今後の活動を展開していくため

の視点を列挙してみたい。

減災という言葉の意味

減災という言葉は、防災という言葉を単に言い

換えただけではない。減災という発想は、災害が

起こる前の備えとしての防災以外にも、災害が発

生した後の救援や復旧、復興にも活かせるもので

ある。ここで、いわゆる災害サイクルのステージ

ごとに減災を考え、これを減災サイクルとして提

示する（図１）。

まず、発災直後の救急救命期であれば、災害救

助犬を投入すれば生存者の発見が早まるという事

態がある。災害救助犬は、救急救命期の減災に貢

献していることになる。復旧期の避難所では、ア

レルギーに配慮するのはもちろん、栄養への配慮

が行き届くことが健康維持につながるし、応急仮

設住宅で話し相手が集まるサロンがあれば孤独な

生活に潤いが出るといったことがある。栄養管

理やサロンの運営はこの時期の減災となってい

る。復興期には、災害前の地域の諸問題が増幅し

て現れ、また取り組むべき課題も多様である。し

たがって、災害復興に限らず通常のまちづくりな

どの支援が展開される。例えば、年中行事の再開

を支援することは、復興期における減災の１つと

□今後の防災・減災を考える

大阪大学大学院人間科学研究科教授　渥　美　公　秀

特　集 東日本大震災⒆ ～歴史的災害を経て～

図１　減災サイクル

消防科学と情報
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なる。将来の災害に向けて防災活動が展開される

時期には、従来防災と呼んできた事柄と減災は重

なるが、さらに生活に埋め込まれた防災活動など

様々な工夫ができる。このように、減災とは、災

害サイクルの各段階において、その活動の現状を

改善していく活動を広く意味するものである。

減災意識を高めれば良いか？

では、将来の災害に備えて、減災という立場か

ら何をすればよいだろうか？通常は、災害に対す

る地域住民ひとりひとりの意識を高めて、地域で

一丸となって災害に立ち向かうといった威勢のよ

い言葉が出てくる。しかし、人々の災害に対する

意識を高めるにはどうすればよいかがわからない

という言葉が続くのが現状である。実は、これは

問いが間違っている。人々の災害に対する意識は

低いわけでは「ない」。ちなみに、「今やるべきこ

とを10項目挙げてください」と言われれば、おそ

らく、多くの人々のリストの中に、減災は含まれ

ているに違いない。しかし、続いて、「では、そ

の中でもっともすぐにやるべきことを１項目だけ

挙げてください」と言われると、親の介護を挙げ

る人、店の支払いを挙げる人、受験勉強を挙げる

人・・・という具合に実に多様な応えが返ってくる。

実際、目の前で介護を求めている方がいれば、減

災よりそちらに力を注ぐことは自然でもある。そ

こで、通常は、「自分の身は自分で守るのですよ」

と人々に呼びかけたりする。「減災は市民の義務

ではないか」と憤ってみたりもする。しかし、人々

は、そんなことは百も承知である。人々は、災害

の深刻さを理解していないわけではないし、減災

に対する意識が低いわけでもない。ただ、われわ

れの日常生活には、他に優先すべき事柄が満ちて

いるというだけのことである。減災だけを声高に

叫ばれても、すぐには取り組めない現実がある。

結局、減災だと言えば、誰もが振り向いてくれ

るなどと考えないことである。もちろん、減災は

自分のことだけではなく、地域全体のことでもあ

るのだから、地域で行う訓練に参加するのは当然

で、自分の都合など後回しにしてはどうかという

意見に賛成する人もいることは理解できる。しか

し、現実に即して言えば、参加しない人々を責め

る前に、地域での減災に対する発想を転換すべき

である。キャッチフレーズ的に言えば、住民の減

災意識を変えるのではない。意識を変えるべきな

のは、減災に熱心に取り組んでいる人々の意識の

方である。

減災と言わない減災

減災活動を魅力的にすれば、より多くの人々が

関心をもって参加してくれるかもしれない。実際、

最近の地域防災活動では、魅力的なマップづくり

が行われることがある。災害の種類を選び、どん

な季節の何時頃の発災かを想定し、誰の視点（例

えば、子ども）で防災マップを作るかを決め、災

害時要援護者に関する情報の取り扱いなど防災上

の工夫が行われる。さらに、地域の歴史的文化的

施設や人気のスポットなども書き加えて、魅力的

な地域マップを作ろうとする試みもあって、人々

の関心を集めることがある。また、従来であれば、

指定避難場所（例えば、学校）をマップ上で確認

するに留まっていた活動を、実際に、その施設を

訪問して、関係者（例えば、教員や子ども）と接

する試みもある。

しかし、日常の様々な活動以上に魅力的な活動

となっているかといえば、必ずしもそうではなか

ろう。ここで、発想を転換する必要がある。まず、

日常、すでに行われている様々な活動に注目する。

そして、人々がそれぞれに重大なこととして、あ

るいは、魅力的なこととしてすでに取り組んでい

る事柄と別個に減災活動を作り上げるのではなく、

そうしたすでに行われている活動に、減災という

エッセンスを加えて行くという発想である。例え

ば、地域の文化祭にいくつかのブースが出るので

№123 2016（冬季）
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あれば、その１つに防災ゲームなどを加えてはど

うだろうか。

考えてみれば、減災は、減災に関わる活動が進

展すれば良いのであって、減災への意識が高いこ

とは、さしあたって、どちらでもよいのである。

すなわち、減災への意識が高くても、あるいは、

仮に低くても、とにもかくにも減災への取り組み

が実施されればよいわけである。言い換えれば、

災害に備えることは、それほど切羽詰まっている

とも言える。こうした発想に基づく活動は、最終

的には、減災を目指すのだが、あえて、減災だと

は唱えないので、通常の「減災と（声高に）言う

減災」と対比して「減災と言わない減災」と名付

けられる。

今後の防災・減災活動への論点

今後の防災・減災活動に対して、圧倒的に正し

いような解答はない。それぞれの地域で、成立し

うる現実的な解をわれわれ自身が見つけていくし

かない。では、その際、どのような視点から今後

の防災・減災活動を考えたらよいだろうか？以下

では、今後の議論に参照しうる論点を挙げてみる。

⑴　最後の一人までの配慮を追求する

確かに、地域が一丸となって規律的に防災訓練

に勤しむのであれば、それも立派な減災である。

「減災と言わない減災」の考え方で、生活に即し

た活動が結果的に減災になるように導くことも減

災に携わる人々の層を厚くしていくことで意義深

い減災活動である。しかし、こうした減災活動が

大切な人々を置き去りにしてしまいがちであるこ

とには、注意してもしすぎることはないだろう。

例えば、様々な障害をおもちの方々、高齢で身体

の自由が制限されている方々などに十分配慮され

ているだろうか。一方、毎日の生活に忙しく、地

域の活動に参加できない人々に十分配慮している

だろうか。日頃、仕事で地域を離れがちな人につ

いてはどうだろうか。こうした人々が、それだけ

の理由で「最後の一人」となってしまっていない

だろうか。もちろん、冒頭で指摘したように既に

様々な防災・減災活動は展開されている。しかし、

今一度、誰一人排除することのない防災・減災活

動、すなわち、仮に誰かが「最後の一人」になっ

てしまうとしてもその「最後の一人」を確実に救

うことのできる防災・減災活動を、地域で推進す

る手立てを考えることが重要である。

⑵　専門家から市民へというベクトルを再考する

もちろん、専門家が関与しなければわからない

事柄は多い。建物の耐震構造、堤防の高さなど、

いわゆる科学的な根拠をもとにした「正解」は必

要である。しかし、現実には、正しい答えがいつ

も実現可能なわけではないのは言うまでもない。

ただ、この言うまでもないことが見逃されがちで

ある。専門家に任せて、それを鵜呑みにしておけ

ば、話は早いし議論の手間も省けて楽である。し

かし、自らが関わる地域の防災である。本当に専

門家に任せてしまっていいだろうか。

例えば、ペットは避難所に連れて行くべきかど

うかという問題では、ペットが癒やしになるとい

う専門家もいるだろうが、ペットが原因となる

アレルギーがあると指摘する専門家もいるだろ

う。あるいは、自分の住んでいる家とその周辺に

被害は及ぶかどうかを考えて専門家に尋ねた時に、

80％大丈夫といった答えが返ってきたらどうだろ

うか。80％とは何の８割なのか、大きな数値なの

か小さな数値なのか、とにかく自分は大丈夫なの

か、最終的には、よくわからないままに判断する

ことにならないだろうか。

結局、専門家による正しい解は、１つの参照点

にすぎないと考えた方がよい場合が多い。むしろ、

われわれ自身が正しい解「正解」ならぬ成り立つ

解「成解」を見いだしていくしかないのだと腹を

くくるべきであろう。地域での議論や合意形成が

改めて問われる。

消防科学と情報
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⑶　共助を最重視する

人はひとりでは生きていけないということは、

誰もが自覚していることであろう。いくら自分の

力で頑張っているという人であっても、無数の

人々の支えがあって社会に生きているに違いない。

ところが、防災・減災になると、「自分の身は自

分で守る」といった威勢のいい言葉が喧伝される。

自己責任という言葉も、曲解も含めて、好まれる

風潮がある。実は、防災・減災こそ「人はひとり

では生きていけない」ことを積極的に考えていく

場面である。実際に災害に遭えば、決してひとり

では生きていけないのだから。

防災・減災活動では、自助・共助・公助という

言葉が生まれ、その適切な比率が議論されたりす

る。案の定、自助が強調されるのが通例である。

しかし、共助こそが根幹にあって、強調されるべ

きではなかろうか。

防災・減災活動の場面では、高齢だから、障害

があるから、自分はもう逃げられないのであきら

めるといった声が聞かれることがある。もし自助

を強調するなら、そういう声に対しても「自分の

身は自分で守るべきです」とでも言うのだろうか。

まさか、「自分の身が守れないならあきらめて下

さい」と言うのだろうか。もちろん、そんなこと

は決して許されない。では、ある人には自助、あ

る人には共助という風に器用に振る舞えるのだろ

うか。そうではなく、まず共助があると考えて、

様々な防災・減災活動を見直して、改善策を議論

すべきであろう。今は避難することさえ無理だと

あきらめていた人々から、「地域の皆さんにご迷

惑をかけないためにも、日頃から健康に気をつけ

て、地域の人々とふれあって暮らしていきます」

という声が聞こえてくることを願いつつ。

おわりに

本稿では、減災という言葉を再定義しながら、

今後の防災・減災活動について考えるための論点

を提示した。もちろん、不十分であろうし、異論

も多々あることだと思う。ただ、防災・減災にお

いては、知識が更新されるというよりも、知識が

蓄積されるということを指摘しておきたい。つま

り古い活動が否定されて、新しい活動が行われる

のではない。古い活動に意義を認めて継続しつつ、

そこに新しい活動を付け加えるわけである。別の

言い方をすれば、古くからの活動と新しい活動が

出会ったときに、新しい活動が古い活動を駆遂す

るのでもないし、それらの共通部分を取り出して

いくのでもない。そうではなく、新旧両方の活動

を多様に展開していくわけである。この点を踏ま

えれば、本論で提示したことも、また今後の様々

な議論に少しは寄与できると期待したい。

№123 2016（冬季）
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まえがき

間もなく東日本大震災から５年を迎えようとし

ている。福島県で未だ震災関連死がゼロとはなっ

ていないが、表１のように、すでに1896年明治三

陸津波の犠牲者数とほぼ同等になっている。明治

以降、現在までに起こった戦争、災害などの犠牲

者数の上位10傑の５位を占める大災害だったこと

が改めて認識できる。そして、発生が憂慮されて

いる南海トラフ地震が、もし地震マグニチュード

9.1になれば、犠牲者数が２位に位置する未曽有

の被害になることもわかる。また、首都直下地震

や南海トラフ地震による社会経済被害では、トッ

プを争うことは確実である。このような背景では、

単に東日本大震災の５年検証にとどまらず、その

教訓が近い将来の巨大災害対策に生かされなけれ

ばならないだろう。

東日本大震災が発生した直後、政府は２つの重

要な委員会を設置した。１つは、復興構想会議で

あり、被災地の復興の基本的な考え方とその理念

を明示するという任を負った。他の１つは、中央

防災会議に設けられた「東北地方太平洋沖地震を

教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」

である。筆者は、復興構想会議の委員に就任する

とともに、その下に設けられた検討部会にも出席

し、関係省庁の課長級職員からの情報提供の下で、

活発な意見交換を行ってきた。また、後者の専門

調査会の座長として、とくに震災復興に伴う減災

対策の基本的な考え方を提示してきた。これらの

両委員会活動は2011年10月頃に収束するが、引き

続き中央防災会議に設けられた防災対策検討推進

会議とそれに続く防災対策実行会議の委員として

現在に至っている。

このような委員会活動とそれをバックアップす

るために推進してきた防災研究の成果は、わが国

が直面する国難災害対策の構築に際し、極めて重

□今後の防災・減災・縮災を考える

関西大学社会安全学部教授　河　田　惠　昭

特　集 東日本大震災⒆ ～歴史的災害を経て～

表１　明治以降の戦争・大災害の死者10傑（国難災害の発生を想定した結果）

消防科学と情報
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要な示唆を与えるものと考えている。本小文にお

ける話題の展開としては、まず歴史的災害とはど

のようなことを意味しているのかを述べ、つぎに

東日本大震災の復興過程の反省を述べよう。そし

て、新しい減災の概念である縮災を説明する。さ

らに、東日本大震災から５年近く経過した現在、

これから起こる災害の特徴や新しい対策の方向を

示し、そこで何を考えなければいけないのかを解

説する。最後に、いま実行しなければならない縮

災の内容を重要なキーワードを用いて紹介する。

歴史的災害という意味

災害の２大特徴とは、歴史性と地域性である。

前者は繰り返すということであり、後者は同じ災

害でも地域によって特性が変わるということであ

る。東日本大震災をもたらした東北地方太平洋沖

地震は、869年貞観地震の約1,100年ぶりの再来と

いわれる。このように、大災害ほど発生間隔は長

いが、古い災害ほど被害の証拠が残っていないの

で、関心があるのは歴史学者くらいである。だか

ら三陸沿岸の自治体の防災関係者は、30年以内の

発生確率が99％だった宮城県沖地震が真っ先に起

こると想定していた。津波ハザードマップしかり、

避難計画しかりであった。しかし、想定外となる

地震と津波が来襲し、未曾有の被害が発生してし

まった。

大災害ほど、想定外の被害をもたらす。なぜな

ら時間経過が長引くほど、私たちの社会が変貌す

るからだ。これは、過去に起こった被災形態はそ

のまま繰り返さないということである。阪神・淡

路大震災が起こるまでは、地震時に市街地延焼火

災さえ発生しなければ、関東大震災のような万を

超える犠牲者は出ないと信じられてきた。だから、

長い間、地震災害の防災標語は“地震だ！火を消

せ”であった。ところが、阪神・淡路大震災で

は、古い住宅の全壊・倒壊で直後の犠牲者約5,500

人の90％が発生した。これが地震時に凶器になる

ことが初めてわかった。だから、現在に至るまで、

住宅の耐震補強が地震防災の鍵を握ると信じられ

ている。

それでは、将来、首都直下地震が起これば、人

的被害は主に住宅の全壊・倒壊と火災によって発

生するのかといえばそうではない。住宅耐震化と

火災対策を軽視してよいわけではないが、さらに

新しい被災形態に注目し、そこへの配慮がとても

重要であることが新たに加わるのである。

東日本大震災の復興過程の反省

1993年北海道南西沖地震の際に適用された「津

波防災まちづくりに関する法律」は欠陥法であっ

た。なぜなら、つぎのような理由があったからだ。

たとえば、この法律によって、奥尻島青苗地区は

美しいまちに再生した。漁港も安全で立派になっ

た。しかし、人口減少が止まらず、まちはひっそ

りとしてしまった。なぜなら、若者にとって仕事

がないからである。この法律の問題点は、まちが

移転した場合、もとの場所は、一般に利用できな

いということであった。だから、密集市街地だっ

た青苗５区は、今はごみ焼却場と津波館という展

示施設が立地しているだけで、残りの空地が雑草

に覆われている。ここを地上げすれば、たとえ

ば、温泉や豊富な海の幸、全島紅葉、オホーツク

海の荒波、近くの飛行場、全島一周の２車線のア

スファルト道路などを観光資源として、北海道有

数の観光施設を誘致し、再出発することは可能で

あった。北海道の観光面での短所は、千歳空港か

ら観光地までが遠いということであり、奥尻島は

その面でも恵まれていた。

したがって、前述の検討部会では、津波防災を

実現しながらまちづくりが可能となるような法律

に改めることであった。そして、たとえば、土地

区画整理事業ではそれまでできなかった海岸近く

の宅地を農地に転用し、移転することも可能と

なったし、旧市街を再開発することも可能となっ
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た。この法律は、津波防波堤の建設や高台移転も

含めたまちづくりが可能となる画期的な法律で

あった。そこに至るまでの関係者の努力には敬意

を表したい。

ところが、被災地ではこれがバラバラに進めら

れることになった。その第一の原因は、被災県が

復興基金を作らず、被災市町村はまちづくり計画

に必要な財源がまったくなく、関係する経費をほ

ぼ全額を国費によって負担することになったこと

である。1991年雲仙普賢岳噴火災害、1995年阪

神・淡路大震災、2004年新潟県中越地震における

被災県の努力と教訓をまったく無視したといえよ

う。これでは、まちづくりが遅れるのは当たり前

である。なぜ、津波防波堤づくりを急ぐのか。急

ぐ理由は何もない。国費で建設する以上、そこに

期限はあるのは当然である。しかし、地元のまち

づくりに時間がかかるのも当然で、それに合わせ

て堤防を作ればよいのである。法律とは正当な理

由があれば弾力的に適用できるものである。そう

でなければ、今回の津波防災まちづくりに関する

法律はできなかった。高潮や津波が心配であれ

ば、とりあえず被災前の高さの暫定堤防を作れば

よいのである。それで過去数十年は大丈夫だった

のだから。しかも、多くの被災地では1896年明治

三陸津波をレベル１の津波と想定し、堤防高さを

決定している。もし、明治三陸津波がレベル１の

津波であれば、歴史的に、三陸沿岸にはほとんど

住民が定住できないという結果になっていたはず

である。レベル１とかレベル２の津波を設定した

が、いずれの場合でも津波は避難勧告や指示が出

れば、避難することが原則である。被災県のリー

ダーシップが発揮されず、まちづくりが縦割り行

政の犠牲になっているといえる。

災害対策基本法は、被災市町村の対応能力が不

足した場合、都道府県が代わって対処することに

なっている。義援金の配分問題、がれき処理など

も被災県がイニシアティブをとらなかったことが、

復興の遅れにつながったと断言してよい。

新しい減災の概念である縮災（Disaster 

Resilience）とは

2005年に第２回国連世界防災会議が神戸で開

催された。そして最終日に兵庫行動枠組（HFA, 

Hyogo Framework for Action）が採択された。その

中の最重要合意事項は、2015年までに世界各国

は Resilient Society を実現するというものであっ

た。この resilience の意味を他の１語で表すこ

とは不可能である。その内容の一部は、たとえ

ば adaptability, fl exibility、innovation、robustness、

responsiveness、redundancy、resourcefulness、

rapidity などの単語で表現されている。筆者は

Disaster Resilience を縮災と訳し、その内容を災

害対策全書別巻1）で詳しく紹介した。 縮災とは、

図１の A の部分の面積を縮小することになるか

らである。

この用語が現実的な解釈を必要とする災害が、

東日本大震災であった。それまでは、想定外の災

害は、防災・減災の対象とはなっていなかったか

図１　縮災（Disaster Resilience）のみえる化

図２　減災と縮災の概念の比較
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らである。しかし、現実に先進国の日本で起こっ

て、復旧・復興に難渋する状況は、国際的大きな

関心を集め、改めて縮災の重要性が認識されるこ

とになった。なぜなら、縮災は、想定外を許さず、

災害が起こることを前提とするからである。図２

は、減災と縮災の違いを説明したものである。こ

れから、縮災という考え方には、私たちの自助、

共助という努力、すなわち人間力が含まれており、

かつ減災の意味も入っていることが理解できる。

二分化しつつある被災実態

表２は、明治以降、現在までの規模別災害の発

生頻度をまとめたものである。A は、犠牲者が千

人以上の巨大災害の発生数を示し、B は、A 以外

で犠牲者が百人以上の年間災害発生率である。こ

こに、天変とは風水害で、地変とは地震・津波・

土砂・噴火災害である。まず、明治以降、現在ま

で巨大災害は天変、地変ともそれぞれ13回発生し

ており、平均６年に一度起こってきたことになる。

西暦500年頃から江戸末期にかけては、およそ15

年に一度2）の発生であるから、2.5倍の頻度である。

近代になれば高頻度になった最大の原因は人口増

であって、明治初期の３千万人弱から４倍以上増

えている。それが、平野や盆地、海岸低地という

災害脆弱地域に偏在し、そこで被災するわけであ

る。つぎに、最近では B のような中小災害は起

こらなくなってきていることがわかる。つまりわ

が国は防災力が向上してきたといえる。

そこで、このように変化してきた被災スケール

に対応した防災・減災対策の基本を示してみよう。

⑴　中小災害では一層の減災を進める

１つの災害で犠牲者が百名を超えなくなったと

はいえ、まだまだ被害としては小さくなったとは

言えない。2015年の自然災害では、最大の犠牲者

８名は、９月９日から11日の３日間にわたって発

生した関東・東北豪雨であった。とくに、鬼怒川

では、約1,300人の住民がヘリコプターで救出さ

れ、約４千人の住民が水没した住宅に取り残され

たことがわかっている。犠牲者が少なかったのは、

単に幸運だったのである。被害に関係した諸要因

を列挙してみよう。

１）鬼怒川の堤防が決壊した付近は、川幅が約

400m、堤防高さが４m だった。氾濫面積が約

40平方 km と広かった割に人的被害が少なかっ

たのは、堤防高さが低かったために、浸水深が

浅く、氾濫流速が遅かったからである。これら

の事実は河川工学の常識である。

２）災害情報の出し方、タイミング、内容、行方

不明者数の不一致、ハザードマップの活用、ボ

ランティアの支援、被災者対応のあらゆる災害

対応に関して、茨城県と常総市当局の対応はす

べて不適切であった。被災自治体は、阪神・淡

路大震災や東日本大震災から何も学んでなかっ

たといってよい。とくに、知事、市長のリー

ダーシップの欠如は致命的であった。

３）全国の大河川の治水計画では、川の上流域に

降った雨は、ダムや遊水地で一時的に貯留し、

下流への急速な流出を制御することになってい

る。鬼怒川の場合も上流の４つのダムで制御し

たが、満水貯水量の７割の段階で、下流の堤防

からの溢水が発生した。気象庁が事前に雨の降

り方の異常を予知し、これを国土交通省に伝え

ておれば、連携によって上流のダム群で早期に

表２　わが国の近代以降の人的被害規模別の災害発生特性
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流入流量の10割カットが実現でき、氾濫流量の

減少が可能であった。

⑵　巨大災害では縮災（ディザスター・レジリエ

ンス）を進める

１）都市災害

全国に20ある政令指定都市や45を数える中核市

では、市域とその近傍に M ７クラスの活断層地

震もしくはプレート境界地震による震度６弱以上

となる地域を例外なく有している。1995年阪神・

淡路大震災から2015年12月までに、わが国で発生

した人的被害を伴う地震は140回起こったことを

忘れてはいけない。震度６弱以上の揺れに襲われ

た場合、早朝であれば1995年阪神・淡路大震災と

同様の被害（老朽住宅の全壊・倒壊と火災、各種

ライフラインの寸断）が発生するが、それ以外の

時間帯の場合、多種多様な被害が同時に発生する

に違いない。現在、被害想定上のボトルネックと

なっているのは、市街地延焼火災に対する正確な

知見の欠如である。その危険性は現在でも高く、

その上、古い密集市街地の木造住宅の耐震補強が

遅々として進んでいないこと（全国的な住宅耐震

化率の向上は、住宅の新築９に対して古い住宅の

耐震補強が１の割合で進捗している）や、水道の

基幹管路の耐震化の遅れ（平成26年度36.0％）が

原因である。

地震が起これば、市街地道路は液状化で通行で

きず、市内は断水し、そこで火災が同時・多点で

起これば消火に手間取り、強風か吹いておれば全

市全焼ということが現在でも起こり得るのである。

しかし、さらに心配なのは洪水災害である。な

ぜなら、明治以降、100人を超える犠牲者は天変

のほうが地変より5.6倍も多く起こっているから

だ。2015年鬼怒川流域に降った総雨量は380㎜で

あった。もし、政令指定都市や中核市を流れる川

の流域に、300㎜を超える雨が降れば、ほぼすべ

て洪水は溢れ、氾濫すると考えなければならない。

つまり、常総市で起こったことは全国どこでも起

こり得るのである。したがって、地震防災だけで

なく、洪水防災を決して忘れてはいけない。

いずれの都市でも洪水ハザードマップは公表さ

れていると考えられる。最近のハザードマップは、

標高データが大変正確であるから、実際に洪水氾

濫が起これば、ほぼその通りに水没・浸水すると

考えてよい。したがって、公共施設、例えば市役

所や学校（避難所）、消防署や警察署、鉄道・地

下鉄の駅などの対策を講じておく必要がある。し

かも、市街地再開発では、バリアフリーや電線地

中化が推進されており、いずれも浸水災害には弱

点があることを承知し、事前の対策が必須となっ

ている。バリアフリーでは、一般的に、時間雨

量50mm を超えると、マンホールから雨水が逆流

し、道路が冠水すると考えてよい。そうなると雨

水は斜路を通って地下駐車場や地下駐輪場や施設

が水没することが起こる。電線地中化では、変圧

器（通常は電柱の上部に設置）は地上に設置せざ

るを得ず、放熱させる必要から外気を取り入れて

おり、これは浸水に当然のことながら弱い。

市街地水害の場合、被災地内の避難所も浸水す

るから、そこへ避難することはできないので、被

害がなかった他地域に避難所を設けて避難する必

要がある。これが地震災害と違うところである。

したがって、他地域との連携や、浸水地域が広け

れば、他自治体との相互応援協定、すなわち防災

連携が必要になってくる。そうなると、都道府県

は複数被災市長村を主体的に指導しなければなら

ない。防災連携は、川の上下流の自治体にとって

も重要であって、後述するタイムラインの共有に

よって、縮災（ディザスター・レジリエンス）を

実現する必要があろう。

２）スーパー都市災害

これは首都圏で起こる大災害である。地震だけ

でなく、高潮や洪水によっても未曾有の被害に結

び付く。東京には政治、経済、文化などの首都機

能が集中している。これが起こると全国に間接被

害が波及し、麻痺状態となる。この全国麻痺は身
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体でいえば、かつては東京の被害は“頭蓋骨の骨

折”という物理被害が原因となってもたらされ

たが、今日では、情報・知恵を発信できなくな

る“脳梗塞”によって発生すると考えられる。た

とえば、金融に関していえば、かつては銀行や証

券会社の被害は、建物の損傷によってもたらされ

たが、現在ではそこを通る金融情報の寸断によっ

て発生する。たとえば、2014年の日銀資料によれ

ば、東京を中心とした全国の５大金融ネットワー

クを介して１日で決済される金額は141兆円で650

万件処理されている。これが一時的でも寸断すれ

ば、どれだけの社会経済混乱と被害を全国的にも

たらすかは想像を絶する。その影響は海外へと波

及する。そのほかに、停電による輸送障害が発生

し、「ひと、もの、情報、資源」の不足が大被害

をもたらす。このような被害は世界的に初めてで

あって、どれくらいの被害額になり、どれくらい

続くのかさえ明らかでない。

それは、たとえば大量の被災者が、被災地にと

どまらず広域避難を余儀なくされることが続くこ

とである。ところが、鉄道網と道路網が寸断すれ

ば、被災者は首都圏から脱出することが容易では

なくなる。たとえて言えば、盆と暮れの首都圏人

口の地方への大移動がさらに激化し、長期化する

と考えねばならない。それは数百万人単位になろ

うが、容易に実行できない状況が続くだろう。現

在は、帰宅困難者対策だけである。そのために事

前対策が求められるが、地方自治体間の広域連携

など、現在では皆無に近い状況である。

この対策としては、国レベル、都県レベル、市

町村レベルでの起こることを前提とした縮災が必

要である。たとえば、国レベルでは、国際金融

対策である。国家予算の約1/3が国債による借金、

そして総額千兆円を超える国債残高は、必ず復興

資金不足が足かせとなって、わが国の長期衰退と

なって顕在化してくるだろう。まず、このことが

現実に起こることを政治や経済の指導者は考えな

ければならない。すでに、被災者の食料や飲料水

不足のみならずガソリンや軽油不足が発生し、影

響が全国に波及して、大型船舶による国際緊急輸

送が必須となっている。しかし、シミュレーショ

ンによってすでに閉塞状況の到来が明らかになっ

ている窮状に対して、関係省庁はそのことの存在

さえ一顧だにしていない。この場合は、国際防災

連携が必要となる。

⑶　スーパー広域災害

南海トラフ沿いの地震がその筆頭候補であり、

地震マグニチュード9.1になれば、29都府県707市

町村に災害救助法が発令されることになろう。こ

のような広域災害になれば、どのような支障が出

るのかをまとめたものが、表３である。東日本大

震災でも、当初、被害がどこで、どの程度起こっ

ているかについてはまったくわからなかった。こ

れは、アメリカ合衆国で史上最大の被害となった

2005年ハリケーン・カトリーナ災害でも同じで

あった。それまでは、情報がなければ手も足も出

ない状況であった。表３の各項目は、すべて情報

がらみである。では、どうすればよいのか。それ

は、災害が起こる前から日常業務として検討を重

ね、関係機関や広域連携が可能となるようにして

おくほかはないのである。つまり、起こることを

前提とした縮災の立場から、具体案を作り実行す

るのである。

たとえば、中央防災会議幹事会は2015年３月30

日に「南海トラフ地震における具体的な応急対策

表３　南海トラフ巨大地震の対応の困難さ
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活動に関する計画」を公表した。その内容は、中

央防災会議の被害想定に基づく計画であり、この

被害想定作業の精度は全国一律となっている。し

たがって、人的被害に限れば、国の想定結果は、

人的被害の上位３県である静岡、和歌山、高知各

県の推定値に比べて過大となり、大都市を有する

大阪府や兵庫県では過少となっている。被害の絶

対値としては、各都府県の値の方が合理的であり、

政府の応急対策活動については、自治体との円卓

会議などによって妥当性を検証する必要があろう。

いま考えなければいけないこと

⑴　災害環境は新たなステージに入っている。

たとえば、2015年９月の鬼怒川の氾濫に代表さ

れる雨の降り方の異常である。台風18号が日本海

に入って温帯低気圧に変わり、これと約2,000㎞

東南東の太平洋上にあった中心気圧975hPa の台

風17号、そして蛇行する偏西風の組み合わせが南

北方向に線状降水帯を形成し、それが鬼怒川水系

に豪雨をもたらしたのである。結果的には、流域

面積約1,700km2に約6.5億トンの雨が降り、利根

川との合流点から約20㎞付近の複数個所の堤防が

決壊や越水のために氾濫災害が発生した。この氾

濫災害において外力特性から対応方針まで新たな

ステージに入ったという認識が必要である。その

例を列挙してみよう。　

従来の豪雨は、川の上・中流部の中山間地に降

り、これをダムなどの治水施設で制御し、下流の

氾濫を食い止める、あるいは軽減するというのが

治水対策の基本であった。しかし、アメダスの記

録を見る限り、鬼怒川の氾濫の場合は、下流から

豪雨が降りだしており、市街地の雨水のポンプ排

水も重なって、下流水位が高くなるという現象が

発生した。つまり上流からの洪水が流れにくくな

るという現象が発生した。一方、上流の４つのダ

ム群は、従来の出水を想定して放流を行い、下流

の破堤・越水が生じた頃には、洪水調節能力がま

だ約30％の余力があったことがわかっている。つ

まり、雨の地域的な降り方が従来になかったパ

ターンであり、対処できなかった理由がそこにあ

る。

雨の降り方などの気象条件の変化ばかりでなく、

海象条件も大きく変化してきている。それを表４

にまとめて示した。波浪、高潮、海面上昇につい

て顕著な変化が報告されており、また将来起こる

と予想されている南海トラフ巨大地震では、巨大

津波が西日本沿岸各地を襲うと予想されている。

とくに北海道では、2014年12月と2015年10月に、

爆弾低気圧や発達低気圧によって高波浪や異常な

高潮の発生が報告されており、海岸道路の決壊や

港湾施設被害が起こったことがわかっている。

⑵　災害は社会現象である。

英語で、災害はハザードとディザスターと訳さ

れる。前者は単なる物理現象で被害が発生しない

場合であり、後者は被害を伴う場合である。地方

自治体の多くは、災害対応を総務系の部局で担当

していることもあって、文系の教育を受けた多く

の職員は、災害を前者、すなわち自然現象ととら

えて対応しようとしている。ここに、誤解や苦手

意識が発生する余地がある。市域の約1/3が浸水

した常総市では、東日本大震災で庁舎が被災した

こともあって、地震防災には備えていたが、まさ

か洪水災害に見舞われるとは考えていなかった。

そうなると、洪水ハザードマップが用意されてい

表４　新たなステージに入った海岸災害の外力
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ても、何の役にも立たない。起こらないと信じて

いる場合は、各種対策など形だけで済まされ、お

ざなりになってしまうものである。自家発電機、

電話交換機、公用車、水道などが使えなくなれば、

災害対策本部が機能しなくなるのは当然である。

地震災害に備えているといっても、具体的にやっ

ている施策は、学校の耐震化事業だけという自治

体も多い。

災害は社会現象であり、行政の最大目標は、住

民の安全・安心な生活維持と考えるのであれば、

日常業務の中で災害対応を考え、実施しなければ

ならないことが理解できる。防災・減災・縮災は、

きわめて政治・経済的な問題であり、災害対応で

最も重要かつ難渋するのは復興過程、中でも被災

者の生活再建であることが理解できよう。東日本

大震災の被災地がいま直面しているのはこれであ

る。新しく美しいまちが生まれても、日々の生活

が保障されるわけではないのである。

⑶　情報がいのちを助けてくれる。

ここでいう情報とは、住んでいる土地に関する

知識とスマホなどで入手できる最新情報の両者を

指す。まず、前者であるが、住宅を購入する場合、

どのような情報が必要かという問いに対して、そ

の土地で過去にどのような災害が起こったのかを

知るというのは、10位以内にも入っていなかった。

かつて、旧建設省が洪水ハザードマップを公表す

るに際して、不動産業界からの反発を恐れ、公開

までに７年を要したが、いざ公開すると何のク

レームもなかったことが分かっている。東日本大

震災で被災した津波常襲地帯でも、津波のことを

知らない新住民が30％を超えていたという事実は、

災害経験の風化とともに問題であろう。新住民が

“津波てんでんこ”というような伝承に興味を持

つわけはないのである。同じようなことが、2014

年の広島市の土砂災害の現場でも発生した。被災

地の『八木』という地名は、宅地造成前は『八木

蛇落地悪谷（ﾔｷﾞｼﾞｬﾗｸｼﾞｱｼﾀﾞﾆ）』であった。江戸

時代には土石流のことを「蛇抜け（ｼﾞｬﾇｹ）」と呼

んだ。土砂災害の常襲地帯だったのである。常総

市の多くの住民は『鬼怒川（鬼が怒るような暴れ

川）』とか、中心地の『水海道（水に囲まれた土

地）』という名称に無関心だったに違いない。地

名に関心をもてば、いろいろなことが理解できる。

漢字と災害をつなげる例は、代表的には次のもの

がある。荒田：天井川、龍：土砂災害、谷：地震

時の液状化、落合：川の合流氾濫、留：長期湛水。

最新情報でも、2014年広島の土砂災害時の

“バックビルディング現象”とか2015年鬼怒川氾

濫時の“線状降水帯”など、起こってからの知識

は住民には不要である。むしろ、災害環境は新た

なステージに入ったと考えることが大切である。

鬼怒川の氾濫の場合、高齢者は、東側を平行に流

れる小貝川が1986年に決壊し、洪水氾濫が起こっ

たことを記憶していた。それは、灌漑用桶管のと

ころで堤防が決壊したもので、今回ほどの被害は

なかったが、この程度だろうという思い込みが

あったようである。そうでなければ、４千人の住

民が浸水家屋で身動きできなくなるとは考えにく

い。高齢者は、過去の経験中心の考えに陥りやす

い。

それでは、住民はどうすればよかったのだろう

か。常総市が氾濫前に適切な情報を出していな

かったことを考えると、自助努力で災害を避ける

しか方法はない。それには、まず事前に洪水氾濫

ハザードマップを見て、鬼怒川が氾濫すれば、自

分の家がどの程度の浸水深になるかを知っておく

ことである。知らなければ、洪水氾濫に巻き込ま

れるのである。そして、異常な雨が降っていると

認識すれば、とくに平屋に住んでいる住民は、早

い段階で、家族を車に乗せて浸水区域外の地区に

避難することである。浸水区域内の避難所に避難

しても氾濫が起これば孤立するわけだから、そこ

には決して避難するべきではない。自分が高齢者

で車を所有していない場合は、事前に自主防災組

織の誰かの車に乗せてもらうか、あるいは近隣の
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マンションやビルなど、浸水しても流失しない構

造の建物に避難させてもらうことである。こんな

とき車は役に立つから、常時、燃料タンクの半分

以上のガソリンや軽油が入っていることが望まし

い。大雨の中で車の運転中にガス欠になるほど危

ないことはないからである。しかも、カーラジオ

からは気象情報が時々刻々入ってくるから、それ

を参考にすればよい。

新しい対策の方向

組織的に知っておかねばならない新しいツー

ルがある。それは、タイムライン、AAR である。

いずれも縮災、すなわち災害が起こることを前提

として、早期復旧をめざす取り組みである。これ

らは、ハリケーン・カトリーナに対する対応の失

敗から実施されている制度である。

⑴　タイムライン（広域連携に必須な手法）

災害関連学会と国土交通省などによって、2012

年ハリケーン・サンディの高潮被害調査団（団

長：河田惠昭）が結成されて、その研究成果が導

入されたうちの一つである。この高潮災害で被害

が小さかったのは、ひとえにこのタイムラインが

成功したからである。

アメリカ合衆国のニューオーリンズを中心とし

て、2005年ハリケーン・カトリーナ災害は広域災

害となり、死者約1,800名、被害額1,250億ドルと

なり、同国の歴史上最悪となった。その教訓から

このシステムは生まれた。大きな被害となった最

大の理由は、連邦政府、州政府および市政府間で

情報共有できず、広域連携に失敗したからである。

タイムラインは、図３のように、情報がなくて

も、あらかじめ決められたスケジュールで実施す

べきことを実行することから構成されている。つ

まり、台風やハリケーンが上陸する時刻をゼロア

ワーとして、その前後に災害対応として、何をや

らなければならないかを示したものである。洪水

のように、雨が降り出してから氾濫が起こるまで

に、リードタイムがある災害だけでなく、地震の

ように突然起こる災害についても、事後対応にお

いて有効であると考えられている。要は、情報が

なくて自治体の長にとって意思決定がむつかしい

場合を想定し、あらかじめ何をやるかを決めてお

き、関係者間で情報共有することである。

図３　台風に伴う一級河川の洪水氾濫を対象としたタイムラインの１例

消防科学と情報



－19－

これをやらずに、自らの組織だけで実行すると、

迷惑を被る組織・個人が急増することにつながる。

2014年10月の台風19号の接近に伴って、JR 西日

本が前日に全運行をストップするという予告を出

して実施したが、大混乱となった。自らだけの企

業論理で実行するなど、とんでもないことである

という反省が欠けている。

このように、勝手な使い方をして失敗すると困

るので、本年３月末にタイムラインに関するマ

ニュアルを出版する予定である。タイムラインを

有効に活用するには、事前に関係機関、関係者で

ワークショップなどを実施し、十分な準備の下で

実行し、利用者にとって最小限の迷惑にすること

が必須である。わが国では2015年３月末に、国土

交通省が一級河川109水系にこれを導入した。こ

れが普及すれば、常総市のような対応の失敗はな

くなるが、果たして住民が情報に従って行動する

かが問題であろう。とくに自治体の姿勢が大きな

課題となろう。

⑵　AAR（After Action Review、徹底的な災害検証、

ふりかえりと名づけた）

アメリカ合衆国連邦政府では、災害時に各省

庁がやるべきことが ESF（Emergency Support 

Function）として15項目が決まっている。表５は

それを示したものであり、複数の省庁にまたがっ

ている。すなわち、連携がなければ失敗するわけ

である。そして、失敗したのであれば、その理由

を明らかにして、その教訓をつぎに生かす体制作

りに利用することは重要である。ハリケーン・カ

トリーナ災害でアメリカ合衆国連邦政府は対応に

失敗したために、どこに原因があったのかを２年

かけて検証した。その結果生まれたものの一つが

これである。この「ふりかえり」が効果を発揮す

るのは、事前に公助の内容が決まっているからで

ある。それ以外は自助と共助でやらざるを得ない

のである。

わが国では、東日本大震災に際して、官邸の初

動と国土交通省の櫛の歯作戦が成功したくらいで、

残りは失敗の連続であった。これもひとえに、災

害対応が非日常業務であることに起因している。

その中で、日常業務に失敗したのが気象庁である。

大阪管区気象台が発令した大津波警報の津波高さ

の過小評価など、多くの反省すべき点があるが、

公式的にはその反省と教訓が一切明らかにされて

表５　アメリカ合衆国連邦政府の各省庁が災害時に実施しなければならない
15の ESF（Emergency Support Function）　　　　　　　　　　　　
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いない。

これらのことは、「ふりかえり」をやらず、一

部の関係者だけで検討した結果を推進することが

原因である。これでは、まるで既得権の行使と

なっているのではないのか。すでに前述したよう

に、災害が社会現象であることを関係者は全く無

視していると言ってよいだろう。

いま重要なキーワード群～防災の主流化、

国難災害、国土強靭化、「世界津波の日」、

縮災～

政府が、東日本大震災後に改めた防災・減災対

策の最重要方針は、“防災の主流化”である。政

府・自治体があらゆる事業を開始するとき、まず

実行する施策がこれである。国際社会では、途上

国の経済開発に際し、事前の１ドルの防災投資

が、５倍の５ドルの利益をもたらすことが常識に

なりつつあるが、わが国でも、大震災を経験して

気がついたのである。たとえば、この震災後に２

度にわたって災害対策基本法が改正されたが、そ

の主旨がこれである。ただし、この基本法が施行

された1962年当時、わが国は国も個人も大変貧し

く、その中で効率的に防災事業を推進する必要が

あった。そのため、立法の目的とするところは、

“二度と同じ被害をくりかえさない”ということ

であった。これは言い換えれば、災害が起こらな

い限り対策は先行しないということである。だか

ら、たとえば2014年の広島の土砂災害の被災地で

は、いま砂防ダムなどのハード施設が建設されつ

つある。しかし、皮肉なことに、被災地ではこれ

から50年から60年はいくら豪雨があっても、土砂

災害は起こらないのである。斜面の風化によって

土砂が危険なほどに堆積するためにそれくらいの

時間が必要なことは歴史的にわかっている。東日

本大震災に際して大津波が来襲した地区も事情は

同じである。

しかし、首都直下地震や南海トラフ巨大地震が

起これば、“国難災害”となり、これがきっかけ

となって、わが国が衰退する恐れがあり、起こ

るのを待っているわけにはいかない。先例があ

る。1755年のリスボン地震と津波災害が、ポルト

ガルを世界の桧舞台から引きずり降ろしたような

二の舞を踏むわけにはいかないのだ。そのために

は、“国土強靭化”の施策が意図するような、防

災・減災・縮災による先行投資を国民運動として

推進する必要がある。その起爆剤として国連で制

定された“「世界津波の日」”（11月５日）を活用

することを提案したい。これは史実としての1854

年安政南海地震時の和歌山県広村（現広川町）

で起こった「稲むらの火」の逸話である。しか

し、それだけではなく、主人公の浜口梧陵が将来

の南海地震津波の再来を見越し、村人の生活再建

のために世界初の津波防波堤の建設を自助と共助

によって実行したことが大切である。この伝記は、

すでに小学校５年生の国語の教科書に採択され

3）、2011年からこれまで約350万人がすでに学習

し、さらに少なくとも2018年までに、毎年約70万

人が新たに加わる予定である。すでに、防災教育

の一翼を担っているのである。東日本大震災の復

興も、この伝記から学ばなければならない。
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災害弱者概念の誕生

高齢者や障害者は災害時に被害が集中するとい

う事実は、古くから災害対策上の問題として認

識されてきた (e.g., Friedsam. 1960; Tierney et al., 

1988)。管 (2000) によれば、日本では1986年から

翌年にかけて続いた福祉施設の火災で、自力での

避難が困難な高齢者や障害者が多数犠牲となった

ことが契機となり、災害対策上特別な配慮が必要

という認識が広まり「災害弱者」問題として概念

化されたという。阪神・淡路大震災までの「災害

弱者」とは、このように緊急対応の観点から、避

難行動上の ｢ 特別なニーズ ｣( 林，1996) に注目し

たものであった ｡ この概念が始めて採用された

1991年度版の防災白書では、「災害弱者」は以下

のように定義された。

①自分の身に危険が差し迫った場合、それを察知

する能力が無い、または困難な者

②自分の身に危険が差し迫った場合、それを察知

しても適切な行動を取る事ができない、または

困難な者

③危険を知らせる情報を受取る事ができない、ま

たは困難な者

④危険を知らせる情報を受取る事ができても、そ

れに対して適切な行動をとる事ができない、ま

たは困難な者

阪神・淡路大震災でも、多くの高齢者が犠牲と

なった。60代以上の死者は全死亡者の半数を超え

るものであった。これを踏まえて、災害時におけ

る高齢者や障害者の保護の重要性は改めて指摘さ

れることになった。さらに緊急対応期だけの問題

ではなく、避難所（上田，2012）や仮住まい、そ

して恒久住宅への移行期にあっても対策が求めら

れる対象（林，1996）として「災害弱者」は人口

に膾炙されることになった（管，2000; 田中・標

葉・丸山，2012）。

障害の医学モデルから社会モデルへ

「災害弱者」の定義①から④に共通するのは、

これらがすべて個人に内在する身体的・知的・精

神的な機能の医学的な意味での不全として記述さ

れている点である。危険を察知することができな

いこと、災害情報を受け取ることができないこと、

行動を取ることができないこと等々から災害時に

不利益が生まれるという認識である。このような

「医学的な認識枠組み」（障害の医学モデル）は、

WHO（世界保健機関）が1980年に示した国際障

害分類（International Classifi cation of Impairments, 

Disabilities and Handicaps, ICIDH）でも採用され

ており、いわば当時の正統な障害のとらえ方で

あった。

これに対して異を唱える動きが欧米では1990年

代から（Oliver, 1990=2006）、日本でも2000年代

前後から（長瀬，1999; 倉本，2002; 星加 2007）

本格化した。それが「障害の社会モデル」であ

□排除のない防災の展開が必要だ

－仙台防災枠組みにいたる流れを概観する－

同志社大学社会学部教授　立　木　茂　雄

特　集 東日本大震災⒆ ～歴史的災害を経て～
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る。この考え方では、「障害の問題とはまず障害

者が経験する社会的不利（益）のことなのであ

りその原因は社会にある」（星加，2007，p.37）

とする点である。そして「障害の社会モデル」

は、ICIDH に代表されるような「障害の身体的・

知的・精神的機能不全の位相がことさらに取り出

され、その克服が障害者個人に帰責され」（星加 

2007 p.37）るか、あるいは社会の善意にその解

決策を求める（Twigg et al., 2011）認識枠組みを

障害者の無力化 (disablement) につながると批判し、

障害者解放のための理論的枠組みの大きな転換と

して主張されたのである (Oliver,  1990=2006)。

「障害の社会モデル」に準拠して、1991年度版

防災白書の「災害弱者」の定義を言い換えれば以

下のようになるだろう（立木，2016）。

①　危険の察知

（災害弱者モデル）自分の身に危険が差し

迫った場合、それを察知する能力が無い、

または困難な者

（障害の社会モデル）自分の身に危険が差し

迫った場合、周囲がその危険を伝えること

ができない状況におかれた者

②　危険時の行動

（災害弱者モデル）自分の身に危険が差し

迫った場合、それを察知しても適切な行動

を取る事ができない、または困難な者

（障害の社会モデル）自分の身に危険が差し

迫った場合、周囲がそれを察知し、周囲か

らの適切な支援行動と結びつかない状況に

おかれた者

③　災害情報の受取り

（災害弱者モデル）危険を知らせる情報を受

取る事ができない、または困難な者

（障害の社会モデル）危険を知らせる情報を

周囲が伝えることができないことで、災害

情報を受け取ることができない状況におか

れた者

④　災害情報受取り後の行動

（災害弱者モデル）危険を知らせる情報を受

取る事ができても、それに対して適切な行

動をとる事ができない、または困難な者

（障害の社会モデル）危険を知らせる情報が

伝わっていても、周囲からの適切な支援行

動と結びつかない状況におかれた者

以上のような不利益の原因帰属を「障害の社会

モデル」により変換した後で立ち現れるものは、

「災害時要
4

援護者」や「避難行動要
4

支援者」、「要
4

配慮者」といった用語を内包する概念である。言

葉の使い方の観点から考えるなら、これら３つの

用語に共通するのは「要」であり、災害時に周囲

の人や環境からの「援護」や「支援」、「配慮」が

「要される」内容である。災害時に「要する」も

のとして「援護」を最初に提唱したのが「災害要

援護者の避難支援ガイドライン」（2005年３月初

版および2006年３月改訂版）であった。現在でも、

「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指

針」（2013年５月）では、「災害時要援護者への対

応との連携に留意する」旨の記載があり、行政上

の現役の用語である。一方、東日本大震災での高

齢者や障害者への集中的な被害（立木，2013）を

受けた災害対策基本法の2013年６月の改正では、

「避難行動要支援者」の名簿の作成と、発災時等

における名簿の活用が自治体の取るべき義務とし

て定められた。この改訂で災害時に「要する」も

のとして定められたのは「避難行動の支援」で

あった。これに対して「避難所における良好な

生活環境の確保に向けた指針」（2013年８月）は、

平常時の対応として指定避難所等の周知にあたっ

ては「要配慮者に配慮した周知方法」を準備する

とともに、避難所運営の手引きを作成する際には

「要配慮者に対する必要な支援」を盛り込むこと

を求めている。

以上のように「災害時要
4

援護者」・「避難行動要
4

支援者」・「要
4

配慮者」といった用語は、異なった
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指針に対応してそれぞれに使い分けられているの

が現状である。ここで言う「援護」や「避難行動

支援」、「配慮」を含むより上位の概念、つまり災

害時に「要される」ものとは、一言で言うと何か。

この問いに答えるためには、日本国内における動

きだけではなく障害者の権利条約に含まれる災害

時のインクルージョンという国際的な文脈に立つ

必要がある。

災害時の配慮の提供を国際的な文脈から

捉える

結論から先に言うと、災害時に提供が「要され

る」のは、「合理的配慮 (reasonable accommodation)」

である。その出典は、2006年12月13日の国連総会で

採択された障害者の権利条約（Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities）である。日本政

府は、2007年９月28日に条約の署名（条約の内容

を公式に確認すること）は行ったが、条約の締結

に向けては後述するような政府と日本障害フォー

ラム（JDF）を中心とする国内関係団体との意見

調整や、それに伴う国内法制の大改正作業が必要

であったために、同条約の批准（条約に拘束され

る意思を表明すること）は2014年１月20日である。

国内での災害時要配慮者の議論が2004年秋から本

格化し、その後東日本大震災を受けて2013年の春

から夏にかけて「要援護者」・「避難行動要支援

者」・「要配慮者」に関連する３つの指針が立て続

けに出されたのとほぼ同時期に、障害者の権利条

約に関する合意形成の過程が並立して進行してい

たのである。

後述するアジア太平洋障害者の10年（2003年～

2012年）ならびに日本における障害者施策を推進

するとともに障害者の権利条約の締結を実現する

ために日本の障害関係の13団体が連携して2004年

に設立した日本障害フォーラム（JDF）は、形だ

けの条約締結を急ぐよりも条約の精神が日本国内

の障害者関連法や制度に実質的に具体化されるこ

とを重視した。息の長い JDF によるアドボカシー

活動を通じて、障害者の権利条約に準拠した形で

の改正障害者基本法が2011年７月に成立する。障

害者の権利条約では、第二条に用語を定義してい

るが、障害に基づく差別には、合
4

理的
4 4

な配慮
4 4 4

（傍

点筆者）の否定を含む、としている。ここで言う

「合理的配慮」とは、「障害者が他の者との平等を

基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、

又は行使することを確保するための必要かつ適当

な変更及び調整であって、特定の場合において必

要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は

過度の負担を課さないもの」としている。この条

文を受けて2011年７月に改正・成立された障害者

基本法では、第四条で「差別の禁止」を以下のよ

うに定めている。「何人も、障害者に対して、障

害を理由として、差別することその他の権利利益

を侵害する行為をしてはならない」とし、その第

二項で「社会的障壁の除去は、それを必要として

いる障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負

担が過重でないときは、それを怠ることによって

前項の規定に違反することとならないよう、その

実施について必要かつ合理的な配慮
4 4 4 4 4 4

がされなけれ

ばならない」（傍点筆者）と定めている。これが

日本の法制度における「合理的配慮」概念の初出

となる。さらに同二十六条（防災及び防犯）では、

「国及び地方公共団体は、障害者が地域社会にお

いて安全にかつ安心して生活を営むことができる

ようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状

態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し

必要な施策を講じなければならない」と定めてい

る。合理的な配慮の提供は平時に限定されるので

はなく、安全・安心の対策としての防災や防犯に

も必要な施策を講じることが行政に義務づけられ

たのである。

災害時にも障害者には合理的な配慮が提供され

るべきである、という考え方を障害インクルー

ジョン（障害排除のない防災）と呼ぶ。このため

の方策が具体的に示されたのは、障害者基本法の
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改正の翌年2012年12月に国連アジア太平洋経済社

会委員会（ESCAP）によってまとめられた仁川戦

略の中であった。これは障害者の権利条約の国連

総会での採択と前後してアジア太平洋地域での同

条約の推進を目的として始められたアジア太平洋

障害者の10年の第１期（2003年～2012年）の総括

と第２期（2013年～2022年）の方向性を定めた文

書である。同戦略の目標７は「障害インクルーシ

ブな災害リスク軽減（Disability inclusive disaster 

risk reduction）および災害対応を保障すること」

とされ、その主要指標として「災害への対応にあ

たり、障害者に対して速やかに、かつ適切な支援

を提供する対策の実施を強化する」ことが定めら

れた。この進捗状況を確認するための測定可能な

主要指標には、「7.1 障害インクルーシブな災害

リスク削減計画の有無」、「7.2 関連するすべての

サービス担当職員を対象とする、障害インクルー

シブな訓練の有無」、「7.3 アクセシブルな避難所

および災害救援所の割合」が、また補助指標とし

て「7.4 災害で死亡したまたは重傷を負った障害

者の数」、「7.5 被災した障害者を支援する能力が

ある心理的・社会的支援サービス担当職員の有

無」、「7.6 災害のために準備され災害に対応でき

る、障害者のための支援機器および支援技術の有

無」が含まれた。

2015年３月の国連防災世界会議は会議最終日

に仙台防災枠組み（Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction 2015-2030）を発表した。仙台防災

枠組みの前文では、2005年から2015年までの兵庫

行動枠組みの達成状況を総括した上で何が取り残

されたのかを列挙している。その７番目に指摘し

たのが「マルチハザード、公共私に加えて当事者

も参画した協働、排
イ ン ク ル ー シ ブ

除のない・障
ア ク セ シ ブ ル

壁のない防災の

実現」であり、その実現のためには「多様な利

害関係者（女性、子どもと青少年、障害のある

人、貧困者、移民、先住民、ボランティア、防災

実務者コミュニティや高齢者）のすべてに、防災

政策、計画、標準の設計・運用にあたって参画」

が必要であると謳われた。アジア太平洋障害者の

10年で始めて生まれた障害インクルージョン（排

除のないこと）の概念は、より一般的なインク

ルーシブ・アクセシブルな防災（排除・障壁のな

い防災）へと、概念の外延が拡張されたのであ

る。この前文を受けて、諸原則のｄでは「公共私

と当事者の参画・協働型で、エンパワーメント、

排
イ ン ク ル ー シ ブ

除のない、障
ア ク セ シ ブ ル

壁のない、非差別的な参加」が原

則とされた。これを受けて「ジェンダー・年齢・

障害・文化的視点は、すべての防災政策や実務の

中に統合され」ることが、これからの防災対策の

基本姿勢として求められるようになったのであ

る。この原則に立つなら2013年の春から夏にかけ

て次々と打ち出された「男女共同参画の視点から

の防災・復興の取組指針」（2013年５月）、災害対

策基本法の2013年６月の改正に基づく「避難行動

要支援者」の名簿の作成と、発災時等における名

簿の活用、「避難所における良好な生活環境の確

保に向けた指針」（2013年８月）は、クロスオー

バーさせて「排除のない防災」へと概念的に統一

することが求められるのである。

私たちのことを、 私たち抜きには決めないで

最後になるが、排除のない防災の実現は、日本

の基礎自治体にとって急務の課題となることを指

摘しておこう。それは、障害者の権利条約の批准

に向けた国内所外関連法制の世界標準化の一環と

して2013年６月に成立した障害者差別解消法の施

行が2016年４月に迫っていることである。この法

律では、障害者への合理的な配慮の提供は行政
4 4

の
4

義務
4 4

、事業者の努力義務
4 4 4 4 4 4 4 4

として定められてい

る。障害者基本法二十六条（防災及び防犯）の規

定に従えば、合理的な配慮の提供義務は、災害時

にも当然適用されることになる。その観点から現

在、日本の各自治体で取り組まれている福祉避難

所の整備については、大幅な再考が求められるの

は間違いない。障害者の権利条約、あるいは改正
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障害者基本法、ならびに障害者差別解消法、そし

て仙台防災枠組みが協調するのは、「公共私と当

事者」の参画・協働による防災対策の立案である。

当事者が災害時にそもそも福祉避難所での避難を

求めているのか、という根本的な視点からの見直

しが求められることは必定なのである。これから

の避難所のありようについては、電車に乗ればシ

ルバーシートがあるように避難所にもシルバー

コーナーが設置され、その運用方針は当事者の参

画・協働によって進めて行くことが基本となるは

ずだからである。

しかしながら現実の自治体の動きは極めて遅

く、深刻な状況にある。2015年暮れから翌2016年

初旬にかけて、障害者差別解消法の施行を受け

て、どのような防災上の取り組みが現時点で行わ

れているのかを問い合わせる調査が、少なくとも

２つ行われた。一つは三菱 UFJ リサーチ＆コン

サルティングによるもので、2016年１月全国の自

治体へ郵送調査を行い回収数は582件（回収率約

33％）（2016年２月16日現在）である。それによ

ると、障害者差別解消法の施行に対応した合理的

配慮の観点から防災対策を検討していると答えた

自治体は全体の13.1％、検討を予定している自治

体は18.4％であった。全体の約３分の２の自治体

では、この災害時の合理的配慮について、「検討

の予定はない」と答えていた。

もう一つは、NHK ETV ハートネット TV ＋

（2016年３月５日放送予定）「誰も取り残さない防

災～要支援者1800人の声から～」のために、2015

年12月から翌年１月にかけて、首都直下地震の緊

急対策区域および南海トラフ地震防災対策推進地

域に指定された市区町村923自治体に実施した郵

送調査である。有効回収数は658件（有効回収率

71.2％ ) であった。こちらの調査では、障害者な

どのための配慮スペースの配置を決めている、指

定避難所における対応職員の配置を決めている、

視覚・聴覚障害者などのための情報保証について

決めているが、それぞれ31％、18％、５％であっ

た。さらに、2016年４月の施行に向け防災対策の

見直しを既に行ったか、今後する予定と答えた自

治体はわずか１％にすぎなかった。

2015年３月の仙台での国連防災世界会議での

「インクルーシブ防災における障害者の積極的な

参加」公式セッション（2015年３月17日）では、

「公共私と当事者」の参画・協働による防災対策

の立案の重要性が一つのスローガンとして示され

た。それが「私たちのことを、私たち抜きに決め

ないで（Nothing about us without us）」という言

葉である。障害者差別解消法の施行が本年４月に

迫るなかで、この言葉を重みを防災関係者・当事

者に良くかみしめて、自治体の義務として定めら

れた災害時の合理的な配慮の提供を急務の課題と

して取り組んで頂きたいと願っている。
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１．はじめに

本稿では、過去の災害に学び、現代社会を点検

し、過去と現在の違いを分析することで将来の災

害を予測し、被害を未然に防ぐ備えを考える、と

言った視点で、今後の防災・減災を考えてみる。

２．過去の地震災害に学ぶ　

⑴　南海トラフ地震と歴史の転換

地震の発生年を歴史年表と並べてみると、歴史

の転換期と南海トラフ地震前後の地震の活動期と

が見事に重なることに気づく。安土桃山時代、元

禄時代、江戸末期、第二次世界大戦の終戦前後で

ある。

安土桃山時代～江戸初期には、1586年天正地震、

96年慶長伊予地震・豊後地震・伏見地震、1605年

慶長東海地震、11年慶長三陸地震が発生した。前

後には、92年文禄の役、97年慶長の役、1600年関ヶ

原の戦い、15年大坂夏の陣があり、1583年大坂築

城、1603年江戸開府、10年名古屋築城と、三大都

市の基礎が作られた。

元禄時代の前後には、1677年延宝地震、1703年

元禄関東地震、07年宝永地震・富士山噴火と、日

本海溝・相模トラフ・南海トラフで地震が発生、

さらに富士山も噴火した。その後、09年新井白石

の正徳の治、16年徳川吉宗の享保改革が行われた。

江戸末期は、1847年善光寺地震、53年小田原地

震、54年伊賀上野地震・東海地震・南海地震・豊

予海峡地震、55年飛騨地震・陸前地震・江戸地震、

56年八戸沖地震、57年芸予地震、58年飛越地震と

続いた。この間に、56年江戸暴風雨、58年コレラ

流行もあり、ペリーやプチャーチンも来航した。

54年日米和親条約締結や、59年安政の大獄はその

最中の出来事であり、その後68年大政奉還を迎え

る。

明治以降も、1891年濃尾地震、94年日清戦争、

96年明治三陸地震、1904年日露戦争、05年芸予地

震、09年姉川地震、10年韓国併合、14年第一次世

界大戦、23年関東地震、25年北但馬地震、27年北

丹後地震・金融恐慌、30年北伊豆地震、31年満州

事変、32年五・一五事件、33年三陸地震津波・国

際連盟脱退、36年二・二六事件、37年日中戦争、

41年太平洋戦争開戦と続いた。戦中に43年鳥取地

震、44年東南海地震、45年三河地震が発生、敗戦

後も、46年南海地震、48年福井地震が発生した。

地震と戦争が交錯しながら時代が悪化した様子が

窺える。東南海地震による軍需産業の壊滅は敗戦

を早めた。その後、50年朝鮮戦争、51年サンフラ

ンシスコ講和条約を経て、地震の平穏期に高度成

長を成し遂げた。

このように、地震の続発は歴史を変える力を持

ち得ることを意識し、抜本的な被害軽減を図りた

い。

⑵　明治以降の３大震災

過去100年に大震災と称されたのは、1923年９

月１日関東大震災（関東地震、気象庁マグニチュー

□過去に学び現代を点検し今後の防災・減災を考える

名古屋大学減災連携研究センター教授　福　和　伸　夫

特　集 東日本大震災⒆ ～歴史的災害を経て～
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ド Mj7.9、モーメントマグニチュード Mw8.2）、

1995年１月17日阪神淡路大震災（兵庫県南部地

震、Mj7.3、Mw6.9）、2011年３月11日東日本大震

災（東北地方太平洋沖地震、Mw9.0）の３つであ

る。犠牲者数は、関東大震災が約10万人、阪神淡

路大震災は約6千人、東日本大震災は約２万人で

ある。主たる被害原因は、それぞれ、火災、建物

倒壊、津波と異なる。

関東地震の震源域は東京直下ではないが、地盤

が軟弱な東京下町の揺れが強く、正午直前の炊事

の時間だった不運も重なり、密集家屋が倒壊して

火災が延焼した。東京での犠牲者は７万人弱であ

る。当時の日本の人口は約6000万人、東京市の人

口は約200万人である。現代に換算すると数十万

人に相当する。

阪神淡路大震災は、地震規模は比較的小さいが、

神戸市直下の地震のため、強い揺れが多くの建物

を襲い、多数の家屋が倒壊した。全壊棟数約10万

は、東日本大震災の全壊棟数と余り変わらない。

兵庫県と東北被災３県の人口は何れも600万人弱

であったことが一因と思われる。

このように、人口密度や家屋密集度、地盤の硬

軟、標高の高低、地震の発生時間などが被害量を

左右し、人口集積と共に被害が加速度的に増加す

る。

３．続発する自然災害と現代社会の脆弱化

⑴　近年の自然災害

この１～２年、災害が続発している。2014年８

月20日には、広島市や丹波市で豪雨災害があり、

谷埋め盛土造成地の土砂崩れにより74名が犠牲に

なった。９月27日には、御嶽山で水蒸気噴火が発

生し死者行方不明者63名を出した。11月22日には、

長野県神城断層でマグニチュード6.7の直下地震

が発生した。この周辺では2004年中越地震や2011

年長野県北部地震も発生している。

年が明け、2015年５月29日に、口之永良部島で

マグマ水蒸気噴火が発生した。幸い、住民の的確

な避難によって犠牲者は出なかった。霧島火山帯

では、新燃岳、阿蘇山、桜島、口之永良部島と噴

火が続いている。ちなみに、口之永良部島の近く

の鬼界カルデラでは、7300年前に破局的噴火が起

き、縄文時代の人口が東日本に偏る理由となった。

翌５月30日には、噴火が続く西之島の近く小笠原

の地下約700km で、マグニチュード8.1の深発地

震が発生した。首都圏では２万台のエレベータが

停止し、観測史上はじめて全都道府県で震度１以

上の揺れ観測した。

６月30日には、箱根の大涌谷周辺で小規模噴火

が発生した。８月15日には、桜島の噴火レベルが

４に引き上げられ、その警戒の中、９月14日に阿

蘇山が噴火した。さらに、その最中、９月10日に

台風17号18号が来襲し、線状降水帯によって、鬼

怒川などの河川が破堤・越水し、大規模な水害と

なった（関東・東北豪雨）。加えて、９月17日には、

チリで M8.3の地震が発生し、我が国にも津波が

到達した。

このように、この１～２年だけでも、多数の自

然災害が発生している。各地で起きる災害をわが

ことと感じ、自然への畏れを忘れることなく、災

害を未然に防ぐ日頃の生活態度が問われている。

国土強靱化や地方創生などの政策は、これらの災

害の続発と無縁ではない。

⑵　災害脆弱度を増す現代社会

阪神淡路大震災からの20年の社会の変化を、

NHK クローズアップ現代 20周年 特設サイト

（http://www.nhk.or.jp/gendai/20th/）を参考に分

析してみる。いずれも1993年と2013年の比較であ

り、現代社会の災害リスクの増大が分かる。

15歳未満人口は2,084万人から1,659万人と２割

減であり、災害後の回復力の源泉でもある若者の

数が激減している。国民一人当たりの医療費は、

19.5万円から29.2万円へと1.5倍に増え、国と地方

の負債額は333兆円から977兆円へと３倍に膨んだ。
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公的な力のみでは、災害を防ぐインフラの整備が

難しいことが分かる。これに対し、我が国の国民

総生産は467兆円から520兆円へと１割しか増えて

いない。１月当たりの世帯収入も57万円から52万

円へと減少している。

一方、社会はますます便利になっている。コン

ビニの店舗数は23千店から47千店へと倍増し、ま

た、レストランの数は3,876店から12,429店、宅

配便荷物数も11.9億個から34.0億個と、何れも３

倍増である。コンビニには倉庫がなく物流に頼る

ので、社会全体の備蓄が減少し、外食が増えれば

家庭の食糧備蓄も減少する。

専業主婦世帯は915万から773万へと15％減であ

り、家庭や地域を守る力も弱っている。家電の普

及率が急増しており、システムキッチンは26.3％

から63.2％へ、食器洗い機は28.7％、携帯電話は

1.7％から106.8％、パソコンは11.9％から77.3％、

インターネットは79.1％にも上る。停電による影

響がますます大きくなっている。一方で、電力自

由化により大規模地震時の大規模停電が懸念され

る状況にある。

このように、社会の効率化・高機能化に伴い災

害脆弱性が増していることに留意が必要である。

４．今後の防災・減災のあり方

⑴　災害被害軽減のための４要素と社会の総力結集

確実に到来し、破局的災害になる懸念のある巨

大地震を前にして、災害被害軽減のためできる限

りのことをしなければならない。地震被害軽減の

ための要点は、危険回避＝土地利用、抵抗力向上

＝耐震化＋家具固定、対応力向上＝情報収集・対

応資源最大活用、回復力向上＝生きる力、の４点

にある。最初の２つでハード被害及び犠牲者数を

削減し、残りの２つで被害波及を最小限に抑える。

このためには、ハザード予測、都市計画、耐震工

学、災害情報、防災教育などの研究が必要となる。

地震に関わる研究分野には、①地震発生現象を

扱う地震学などの理学的研究、②地震に対して安

全なまちや構造物を作る土木・建築などの工学的

研究、③地震前後の社会や人間行動を探求する社

会科学的研究があり、研究分野間連携により、効

果的に被害軽減をする必要がある。

また、地震被害軽減のためには、①地震時の様々

な現象を観測しそれを物理モデルに置換して地震

被害を予測する研究、②予測事象に対してインフ

ラ整備や構造物耐震化などにより被害を予防する

研究、③災害発生時の被害情報の早期把握により

対応資源を有効活用して対応し、災害後の早期復

旧・復興を可能とする研究、が必要となる。予測

研究は危険回避に、予防研究は社会の抵抗力向上

に、対応研究は災害時の対応力向上と災害後の回

復力向上に貢献する。予測は長期的、予防は中期

的、対応は短期的課題である。回復力向上には、

教育の力も欠かせない。

研究成果を被害軽減に結びつけるには、研究成

果を一般化して基準や法律を作ったり、施策に結

びつけたりする必要がある。さらに、具体的な被

害軽減には、産業界や家庭での実践が必要となる。

すなわち、①研究、②施策、③実装といった学、官、

産・民の連携が不可欠である。

このように、減災の実現には、理学・工学・社

会科学の研究分野間の連携、予測・予防・対応の

研究の総合化、学、官、産・民の連携など、社会

の総力結集が不可欠である。

図　総力の結集
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この実現には、「Think Globally, Act Locally」の

態度が重要である。個別の分野や組織で問題解決

し集積していくと言うやり方では、部分最適化に

陥り全体最適化ができない。被害規模が対応資源

を上回れば、全体を俯瞰した災害対応トリアージ

が必要になる。社会の多様性を受け入れ、トップ

ダウン的考え方にボトムアップ的考え方を加え、

国と地方の力を組み合わせ、公と私の力を結集す

る必要がある。地域や組織が、自律・分散し、相

互に助け合うという自律・分散・協調型の共助社

会を作っていきたい。

⑵　「ひと・こと・もの」の研究

社会が防災行動を実践するには、行動する人間、

行動の仕組み・方法、行動に利用する道具とい

う「ひと」「こと」「もの」が基本になる。さらに、

行動の「ば」の整備も必要である。

「ひと」に関しては、住民の防災意識向上と、

防災の担い手の質・量の確保が鍵を握る。住民向

け講演会などの直接的な働きかけと、住民との媒

介役のマスメディア、教育者、行政担当者の意識

向上を図り、防災に関わる研究者、行政担当者、

企業人、ＮＰＯなどの育成と、連携の場作りが必

要である。

「こと」に関しては、連携して防災に取り組む

仕組み作りや、危険な場所を回避する土地利用・

都市計画、建築物耐震化の施策作りなどがある。

また、各種情報を蓄積・提供するデータベースや

災害情報システムの整備も必要である。災害の予

測、予防、対応に関する研究を推進することも不

可欠である。

「もの」に関しては、安価で効果的な耐震化工

法や免震・制振工法の開発、ハザードマップや地

震対策アクションプラン、事業継続計画、都市計

画マスタープランなどの策定、防災教育・啓発の

ための教育教材など具体的なもの作成が必要であ

る。

研究的にも、「こと」：自然現象の観測・予測研

究や災害情報研究が、「もの」：インフラ整備や構

造物の耐震化研究が、「ひと」：市民の防災行動誘

発や災害時対応研究などが推進される必要がある。

５．おわりに

防災・減災の目的は、災害を克服することにあ

る。そのためには、災害危険度の高い場所を避け

た土地利用や、便利さや見栄えよりも安全を大事

にした家造り、自己責任と助け合いの心など、新

しい価値観が必要である。筆者は、これを「克災」、

「減災ルネサンス」とネーミングしてみた。ここ

で必要となるのは、３つのＪＡＰＡｎだと考えて

いる。３Ｊ＝自由な発想＋地道さ＋地元重視、３

Ａ＝頭＋汗＋愛、３Ｐ＝ Player ＋ Plan ＋ Product、

３Ａｎ＝ Antenna ＋ Analysis ＋ Answer、である。

３つのＪＡＰＡｎを実践することで、巨大災害を

克服できる日本に変身させたい。この実現のた

めに、地域の未来を考えるシンクタンクと、連

携・結束するアゴラを各地に作りたいと考えてい

る。筆者は、足元の名古屋大学で減災連携研究セ

ンターや減災館を通してモデル作りに励み、広く

活動を展開していきたいと考えている。
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１．「歴史的」とはどういうことか

「今年、100年戦争が始まったと、当時の人たち

が思うことはありえないんだよ」。昔、歴史の時

間にこう教わって、なるほどと思ったことがある。

過去の出来事がどのような意味をもつものとして

今ここにあるかは、その時点に起きたことだけで

決まるのではないということだ。それが「100年

戦争」になるかどうかは、それ以降の人びとの生

き方が決めるのだから。つまり、過去は完全に過

ぎ去り固まってしまったのではなく、今この時点

へと引き継がれている。

そう考えると、2011年３月11日、あるいは1995

年１月17日から何年経とうが、私たちは、3.11や

1.17に対して働きかけることができるし、また、

その責任を担っていると言える。しかも、「100年

戦争」の例から明らかなように、この主張は、俗

に言う「風化」に抗して２つの大震災の記憶を保

持していこうといった意味にとどまるものではな

い。「風化」を食い止めようという姿勢は、大震

災という出来事の核心は3.11や1.17にだけあって、

それ以降は「よくて原点回帰」という発想の枠内

にある。

それに対して、ここでの論点はもっと積極的な

前向きなものである。つまり、1.17や3.11の事後

を生きる私たち      あの日以降にこの世に生まれ

た世代も含めて      こそが、1.17や3.11と私たち

が呼んでいる出来事の内実を、好むと好まざると

にかかわらず実質的に作り上げてしまっていると

いうことである。ちょうど、開戦以後の人びとが

それを「100年戦争」にしてしまったのと同じこ

とである。

このことの意味は、反対方向の極端を考えてみ

るとより理解しやすいかもしれない。たとえば、

「昭和の東南海地震」（1944年）は、戦時下という

特殊事情によって、長く、その発生や詳細が意図

的に「隠された災害」（たとえば、山下，2009）

であった。事後、人為的に「なかったこと」にさ

れてしまう自然災害すら生じるのである。これを

「風化」と呼ぶのは、あまりにも弱い。出来事の

核心（「隠された災害」）は、むしろ、事後の歴史

的経緯にあったのだから。

このように、本稿が含む特集のサブタイトルに

ある「歴史的災害」は、一見簡単なように見えて、

実は一筋縄ではいかないむずかしい性質を帯びて

いる。ある出来事が、その発生時点で「歴史的

な」と形容されるような性質を、それ自体が伴っ

て発生するわけではないからである。見てきた

ように、その当時は「なかったこと」が事後的に

「歴史的災害」として浮上してくる場合もある。逆に、

今この社会に生きる者のほぼ全員が「歴史的災

害」だと見なしているものが、100年後もそうで

あるという保証はどこにもない。そして、     む

ろん災害の性質によるが      日本列島周辺で起き

る海溝型の巨大地震とそれに伴う巨大津波は、ま

さに100年、あるいはそれ以上の再来周期をもっ

て私たちをこれまでも襲ってきたのだ。

以上の意味で、大震災の引き金を引いた地震の

□「５年」対「20年」

京都大学防災研究所　教授　矢　守　克　也

特　集 東日本大震災⒆ ～歴史的災害を経て～
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発生から約20年が経過した阪神・淡路大震災を思

考のための準拠点に据えた場合、私たちは、一方

で、それより以前に発生した大災害      たとえば、

関東大震災      の現況にも目を向けつつ、そうし

た状況へと至る経路を後追いしている（かもしれ

ない）存在としての阪神・淡路大震災に対して、

責任をもって働きかけを継続する必要がある。ま

た他方で、発生から５年を迎えようとしている東

日本大震災が近い将来そこへと至る経路を先取り

している（かもしれない）存在としての阪神・淡

路大震災に対しても、責任をもって働きかけを継

続する必要がある。もちろん、上で述べた必要性

は、今、仮に説明のための準拠点とした阪神・淡

路大震災だけでなく、東日本大震災をはじめすべ

ての災害について該当する。

２．語り部活動とデータベース

以上を踏まえて、本稿では、東日本大震災の今

後を展望する意味で、あえて発生から５年目、そ

して10年目の時点から見た20年目の阪神・淡路大

震災について考察してみたい。と言うのも、筆者

自身、阪神・淡路大震災から５年目、10年目を期

して取り組んできたことがいくつかあり、そのい

くつかを素材として検証することが、阪神・淡路

の20年以降、そして東日本の５年以降を展望する

ことにもつながると思うからだ。

阪神・淡路大震災から約５年が経過した時期に

筆者が始めたことが一つある。「語り部グループ

1.17」の活動のサポートである。これは、大震災

の被災者が結成した震災の語り継ぎのための民間

の任意団体である。その約５年後、すなわち、大

震災から10年を経た2005年には、この団体は「語

り部 KOBE1995」という名の団体へと発展的に継

承され現在へと至っている。活動の詳細について

は、大震災から20年目、つまり、後継団体が活動

を開始して10年目にあたる2015年に刊行した冊子

「20年後のことば、10年目のことば」を参照され

たい（図１）。

当時を振り返ってみて印象深く感じる点が一つ

ある。それは、阪神・淡路大震災と比較して、東

日本大震災において、この種の語り継ぎの活動の

立ち上がりが異常なほど早かったという事実で

ある。「語り部グループ1.17」の発足当初、現在、

阪神・淡路大震災に関する組織的な語り継ぎ活動

の中核となっている「人と防災未来センター」

（神戸市）はまだオープンさえしておらず、同じ

く語り部活動が実施されている「野島断層保存

館」（現「北淡震災記念公園」（淡路島））も開館

直後であった。生々しい記憶を心の底や胸の奥に

秘めた方々が口を開くには、まだ相当の時間がか

かるだろう。そんな空気が支配的であったからこ

そ、「語り部グループ1.17」や数少ない一部の活

動が異彩を放っていたのだ。

それと比較したとき、東日本大震災の被災地で

は災害の発生後、早い時期から、各地でさまざま

な語り部の活動が開始された。また同時に、そ

うした活動に直接的には参加していない被災者

図１　「20年後のことば、10年目のことば」

（「語り部 KOBE1995」の記念冊子）
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の「声」も、その相当数をマスメディアや研究機

関が中核となった「アーカイブス」の取り組みが

網羅的に収集してきた。こうした動向の背景には、

20年前と５年前とを隔てる15年の間に、インター

ネット、ソーシャルメディア、ビッグデータ等の

スペックが飛躍的に向上した事実がある。技術的

な進歩が、「アーカイブス」の早期立ち上げを容

易にしたわけである。

しかし同時に見逃せないのは、ある出来事の歴

史的な意味を確定するための社会のデマンドが、

急激に強大化し、また著しく加速化している事実

である。つまり、「それはいったいどのような意

味をもつ出来事であったのか」を確定する作業を

急がせる社会的圧力が高まっているのだ。この一

点に徴するとき、非常に早い立ち上がりを示した

東日本大災害の語り部活動に、若干の懸念も覚え

ずにはおれない。それが、「歴史的災害」として

彫琢されていくためには、いささか性急に「デー

タベース」として固定化したかにも見える語り口

を、3.11への絶えざる原点回帰を伴いつつ、これ

からも意識して更新し続ける営みが重要となろう。

３．「クロスロード」の想定外

大震災から10年が経過した年、つまり2005年に

筆者がスタートさせたことがもう一つある。それ

は、防災学習ゲーム「クロスロード」の取り組

みである（詳しくは、矢守・吉川・網代（2005）、

矢守・GENERATION TIMES（2014）を参照され

たい）。これは、たとえば、「小学校の校庭に仮設

住宅を建てるか否か      YES or NO ？」のように、

阪神・淡路大震災の被災地で実際に人びとが直面

した難問を二者択一形式の設問とし再構成し、集

団で議論する防災学習教材である。幸い、その後

広く活用いただいている（図２）。

実は、「クロスロード」は、はじめから防災学

図２　防災ゲーム「クロスロード」
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習のためのゲームを制作しようと計画してそうし

たわけではなかった。上掲の既刊書にも書いた

ように、当初は、震災を体験した神戸市職員の

方々を対象としたインタビュー・プロジェクト

（2003-04年）だけが存在していた。「クロスロー

ド」は、その膨大な記録（語りの記録）からの、

言わば「想定外」の産物として生まれたのだった。

制作後も、「思い通りのツールを作ることがで

きた、めでたし、めでたし」。それで完了のはず

であった。ところが、そうではなく、もう一つ、

うれしい「想定外」が起こる。「クロスロード」

をさまざまな場面で教材やワークショップ・ツー

ルとして活用してくださる方々の集まりやネッ

トワークができあがったのだ（「神戸クロスロー

ド研究会」など）。このネットワークは、その後、

「クロスロード・ファシリテータの集い」という

イベントの中核となり、2014年12月には、神戸を

はじめ全国12の会場をインターネット等で結んで

「1000人クロスロード」という象徴的な行事も開

催された（図３）。

さらに「想定外」は続く。このネットワークは、

「クロスロード」というツールをベースに、広い

意味での防災教育・学習を展開するためのものだ

と思っていたら、その思い込みもいい意味で破ら

れた。東日本大震災など、実際の災害時にも、こ

のネットワークの人脈を介して被災地支援やアド

バイスがなされたりしたのだ。

一例をあげておこう。「クロスロード」のユー

ザーの一人に、高知県黒潮町の職員 T さんとい

う方がいらっしゃる。東日本大震災発生の数日後、

T さんは、宮城県気仙沼市で支援活動にあたって

いた。黒潮町と気仙沼市の間に、カツオ漁を通じ

たつながりがあったためでもあるが、両者を隔

てる距離は千キロにも及ぶ。T さんも、当初、躊

躇したそうだ。その T さんの背中を押したのが、

「クロスロード」を通じて知り合い交流があった

H さん（元神戸市職員）の言葉      「応援に行っ

てあげて」      であったという。H さんは、阪神・

淡路大震災の発生当時、神戸市が他自治体の職員

に助けられた経験を踏まえて、この言葉を T さ

んに伝えたという。

そして、はからずも、今度は、黒潮町が全国的

にクローズアップされる事態が生じている。黒潮

町が、南海トラフの巨大地震による津波の波高想

定に関して、全国最悪の自治体（34メートル）と

なったのである。H さん、筆者はもちろん、「ク

図３　「1000人クロスロード」の一場面（2014年12月、神戸市にて）
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ロスロード」を通じてできあがったネットワーク

に連なる多くの人びと、そして、東日本大震災で

黒潮町との結びつきをさらに深めた気仙沼市の人

びとも、万一の場合は黒潮町に駆けつけてくれる

ことだろう。ささやかではあるが、「クロスロー

ド」が、阪神・淡路大震災～東日本大震災～（将

来生じてしまうであろう）南海トラフの巨大地震、

これら３つの出来事とそれらに関わる人びとを結

びつける媒体となったのである。

この経験から、つまり、ゲーム本体の公表以

降「クロスロード」が、うれしい「想定外」を

次々に誘発してくれた経験から筆者が感じること

も、再び、事後の重要性である。阪神・淡路であ

れ、東日本であれ、それらは、たしかにそれ自体

として大きな出来事である。しかし、それがいか

なる意味において大きな出来事であるのか、どの

ような形で「歴史的災害」となるかは、事後を生

きる私たちに      少なくとも、相当程度      委ね

られているのである。

引用文献

山下文男（2009）隠された大震災      太平洋戦争

史秘録　東北大学出版会

矢守克也・GENERATION TIMES（2014）被災地

DAYS：時代 QUEST      災害編     　弘文堂

矢守克也・吉川肇子・網代 剛（2005）ゲームで

学ぶリスク・コミュニケーション：「クロス

ロード」への招待　ナカニシヤ出版
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１．はじめに

防災業務は行政の一般的な業務とは少々異なり、

それゆえに仕事内容を習熟するのに時間を要し、

ようやくわかってきた頃に異動になるため、庁内

では防災業務に精通した職員が育ちづらい状況に

ある。また、小さい自治体の防災担当者は、他の

業務と兼務していることが現状で、さらに難しい

状況が考えられる。

このように、防災担当者にとっての執務環境が

十分整っていない現状において、防災担当者が何

とか良い環境で業務できるように、当センターで

は、防災担当者個人ではなかなか知りえない他自

治体の災害教訓の情報を紹介並びに研修を行うと

ともに、他自治体の防災

担当者と顔見知りになっ

て、いざという時に他自

治体の状況を聞くことが

できるといった防災担当

職員間のネットワークづ

くりなどを行っている。

そこで、当センターが

行っている上記の取組に

ついて、以下に整理する。

２．当センターでの取組

⑴　他自治体の防災対策に関する取組の紹介

以下①及び②については、被災後にヒアリン

グ調査等を行い取りまとめたものである。他自

治体の防災担当者ではなかなか収集できない情

報も含まれていると思うので、是非、日頃の防

災業務で活用していただきたい。

①　防災担当職員を対象とした研修等での紹介

当センターが行っている市町村防災研修

事業では、市町村の首長を対象にした研修

から、インターネットを活用したものまで、

幅広い研修を行っている。

市町村防災担当者を支援する取組

一般財団法人　消防科学総合センター

主任研究員　小　松　幸　夫

防災レポート

表１　市町村防災研修事業（平成27年度コース一覧）

研修コース 内容等

市町村長防災

危機管理ラボ

市町村長が災害発生時にリーダーとしてより適切な災害対応を行え

るよう判断の柱となる情報を提供。都道府県単位で実施。

災害応急対応

高度化研修

災害応急活動支援システムと消防防災 GIS を活用し、情報の収集・

分析を中心とした実践的なトレーニングを、市町村に出向いて実施。

市町村防災力

強化専門研修

市町村防災担当職員を対象に、昨今の防災上の課題について、専門

的な知識を習得。都道府県単位で実施。

市町村防災力

強化出前研修

市町村の持つ実践的な災害対応力を強化するため、市町村に出向い

て、各種演習を実施。

市町村職員防

災基本研修

市町村防災担当職員（初任者）に対して、災害対応業務に必要な最

低限の知識やスキルを提供。都道府県単位で実施。

防災啓発研修 一般住民も含め、防災・国民保護に関する知識の普及。都道府県単

位で実施。

防災ｅ - ラー

ニング

インターネットを通じ、災害の基礎知識、いざという時役立つ知識、

災害応急対策等防災知識・スキルを提供。
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その中でも、市町村の防災担当職員が関係

する研修は、主に以下の２つである。

ア．市町村防災力強化専門研修

本研修では、以下の５つのテーマがある。

特に、Ⅱ～Ⅴについては、過去に災害対応

を経験した自治体職員の講義なども取り入

れながら、市町村の防災担当職員に有益と

なる専門的な情報を提供している。参考ま

でに、Ⅱのプログラムを以下に示す。

【市町村防災力強化専門研修】

Ⅰ　災害図上訓練 DIG 及び避難所 HUG 体験研

修

Ⅱ　災害対策本部室の運営に関する実務研修

Ⅲ　避難勧告・指示に関する実務研修

Ⅳ　避難所の運営に関する実務研修

Ⅴ　要配慮者・避難行動要支援者に関する実務

研修

表２　災害対策本部室の運営に関する実務研修プログラム（平成27年度）

時　間 タイトル 担　当

10:00～10:10 オリエンテーション
（一財）消防科学総合センター

10:10～10:50 災害対策本部室運営に関する現状と課題

10:50～11:00 休憩

11:00～12:00 東日本大震災時の災害対策本部室の運営

と教訓（気仙沼市）

元気仙沼市危機管理監

佐藤　健一氏

12:00～13:00 休憩

13:00～14:00 東日本大震災時の災害対策本部室の運営

と教訓（宮古市）

元宮古市危機管理監

小笠原昭治氏

14:00～14:10 休憩

14:10～16:10 グループ討論

（一財）消防科学総合センター
16:10～16:20 災害応急活動支援システムの紹介

16:20～16:30 アンケート、閉会

イ．市町村職員防災基本研修

本研修では、市町村の防災担当者のうち、

防災担当になって１年目の担当者を対象に、

災害対策本部の運営や避難対策などの基本

について、過去の災害事例も交えながら情

報を提供している。

②　地域防災データ総覧

当センターでは、近年、防災関係者の方々

の防災知識の取得及び防災実務への活用に資

することを目的に、直近に発生した主な災害

について、被災自治体の対応を中心とした

災害教訓等に関するデータ集を、「地域防災

データ総覧」として作成してきた。また、東

日本大震災が発生してから３年間は、被災し

た自治体の対応状況を中心に、教訓集として

取りまとめてきた。平成26年度は、「避難環

境」というテーマで、優良な事例を紹介して

いる。この地域防災データ総覧は、全国の市

町村にお送りしているところである。

なお、近年の地域防災データ総覧のテーマ

については、以下のとおりである。
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表３　近年の地域防災データ総覧の内容

年度 テーマ

平成20年度 能登半島地震、新潟県中越地震編

平成21年度 岩手・宮城内陸地震、平成20年８

月末豪雨編

平成22年度 平成21年７月中国・九州北部豪

雨、平成21年熱帯低気圧・台風第

９号による大雨編（山口県防府

市、兵庫県佐用町の災害対応を中

心に）

平成23年度 東日本大震災関連調査（平成23年

度）編

平成24年度 東日本大震災関連調査（平成24年

度）編

平成25年度 東日本大震災関連調査（平成25年

度）編

平成26年度 避難環境編

⑵　他自治体の防災担当職員とのネットワークの

構築

防災担当者にとって、他自治体の担当者と関

係を持つことで、他自治体での取組を聞いて参

考にすることができる他、防災業務の大変さを

理解してもらい、お互い支え合いながら業務に

取り組むことができる、といった効果があろう

かと思われる。そういう意味では、こういった

防災担当職員間のネットワークづくりは非常に

重要と考えており、現在以下のような取組を

行っているところである。

①　研修でのグループ討論

上記⑴①で紹介した「市町村防災力強化専

門研修」及び「市町村職員防災基本研修」で

は、プログラムの後半に「グループ討論」を

設けている。このグループ討論は、１グルー

プ５～７名程度で、可能な限り同じ自治体職

員と一緒にならないような構成としている。

それによって、他自治体の実情を把握するこ

とができ、自分の自治体の参考にすることが

できる。また、グループ討論は終始和やかに

進められ、中には名刺交換をするグループも

あることから、この場で知り合いになった方

と、地元に戻ってからも情報交換ができるも

のと思われる。

②　消防防災 GIS サポーター制度

当センターが開発・運用している消防防災

GIS を、地元自治体で積極的に活用してくれ

る方を「消防防災 GIS サポーター」として登

写真　災害対策本部室の運営に関する実務研修でのグループ討論の様子
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録する制度がある。このサポーターは、毎年

度末に行う報告会にて報告していただくこと

から、消防防災 GIS の活用事例を収集するの

に一躍かっている。この報告会であるが、サ

ポーターだけでなく、見学者も参加可能で、

各サポーターの報告後に意見交換会を実施し、

見学者も含めて、活発な意見交換を行ってい

る。参考までに、平成26年度の報告者並びに

報告内容を以下に示す。

また、サポーターには、当センターが実施

する災害応急対応高度化研修に参加していた

だき、消防防災 GIS 操作のサポートをしてい

ただいている。研修実施団体との繋がりやサ

ポーター同士の繋がりができ、研修終了後も

連絡を取り合うなど情報交換を行っている。

表４　平成26年度消防防災 GIS サポーター報告会内容

一覧

報告団体 報告内容

苅田町（福岡県） 避難行動要支援者対策にお

ける消防防災 GIS の活用に

ついて

大牟田市消防本部

（福岡県）

消防団サポーター事業、公

開用サーバによる消防団員

との情報共有など

香南市消防本部

（高知県）

消防防災 GIS を活用した避

難所情報の登録と避難所の

設置・運営について

御所市（奈良県） 災害対策本部での活用並び

にハザードマップの作成な

ど

伊勢市（三重県） 災害対策本部での消防防災

GIS の活用について

印西地区消防組合

（千葉県）

消防活動支援情報の管理・

検討

船橋市（千葉県） 消防防災 GIS を中心とした

消防情報及び関係各課との

情報連携について

【参考：消防防災 GIS について】

全国の都道府県、市区町村の防災担当部局、

消防本部に無償で配布しているシステム。平常

時から扱う指定避難所や備蓄倉庫、災害機関箇

所などのデータを GIS 上で管理できる他、災害

時の被害情報・対応情報を同様に GIS 上で管理

することが可能。データ管理の他、雨量情報の

表示や地震被害想定の計算なども行うことが

できる。

３．おわりに

この他にも、自治体の防災担当者を支援するた

めに様々な事業を行っているが、今回は代表的な

ものを紹介した。是非こういう場を活用し、防災

業務の参考にしてもらいたい。

最後に、防災担当者以外の行政職員も含めて、

日頃から感じる点を述べたい。防災業務は、他の

部署から見ると「出来るだけ関わりたくない」と

思う職員が多いように感じる。しかし、いざ大災

害が起きたら、防災担当者だけでは到底対応する

ことは難しく、全庁体制で対応する必要がある。

避難所運営、物資調達・配給、医療救護活動、道

路啓開、給水など、各部署で災害対応業務が発生

するからである。それらの活動を試行錯誤しなが

ら対応することになるわけであるが、やはり平常

時から訓練を行っておく、またマニュアルを整備

して確認しておくと、多少なりともスムーズに対

応できるようになろうかと思われる。日頃の業務

で忙しいとは思うが、防災担当者以外の方々も、

月に１時間、年に１日でも、訓練やマニュアル等

の確認に時間を割いてもらえるようになってほし

いものである。それが、全国の市町村の防災担当

者の思いではないかと考えるところであるが、こ

の思いが少しでも前進するような社会になること

を願うばかりである。
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地動説の紹介者を師に

　日本にはじめて“地動説”を紹介したのは本木

良永（もときよしなが）（栄之進）である。オラ

ンダ語の通訳だった。本木家ははじめ平戸藩主松

浦家の家臣だったが、やがて長崎に移住し、寛永

４（1664）年から通訳をはじめた。この業を家職

とし世襲したので、良永は３代目だった。鎖国後

の日本はオランダと中国とだけは通商（貿易）を

続けた。

　良永は直接“地動説”を紹介したわけではない。

地動説に基く天体観測の器械の説明文の和訳の中

で、コペルニクスやその地動説を説明したのだ。

ヒツパルコスやプトレマイオス以来の“天動説”

を信じてきた日本の科学界にとっても、これは正

に晴天のへきれきだった。良永は学究の徒で学問

が深く、とくに天文・地理の洋書に関心をもって

きたから、この本（ウイレム・ヨハン・ブロウの

『天地二球用法』）の翻訳は画期的だった。本来

は器械メーカーの使用解説書だったから、反響は

大きかった。この時良永が使った訳語の惑星・視

差・遠点・近点などという言葉はいまも生きてい

る。そしてこれと同じ時期（安永３（1774）年に

刊行されたのが、西洋医学の訳書「解体新書」で

ある。

　この「解体新書」の訳者である杉田玄白がその

著「蘭学事始」の中につぎのようなことを書いて

いる。（意訳する）。

　「本木栄之進（良永のこと）という人に１、２

の天文・暦説の訳書がある。弟子に志筑忠次郎と

いう一訳士（通訳）がいて、多病のために早く職

を辞して他へゆずり、本姓中野に復して退隠し、

病をもって世人の交通を謝し、独り学んで蘭書に

ふけり…」。

　今回紹介するのはここに書かれた志筑忠次郎

（忠雄）のことである。

面会謝絶で天文学の和訳に専心

　忠雄の家もオランダ語の通訳（通辞）を家職と

していた。初代がその職に就いたのが寛永年間（17

世紀初期）であり、忠雄は８代目だった。当時は

通訳職もパテント制だったようだ。「蘭学事始」

に書かれたようにかれは多病で現役から退いたの

は18才の時である。目的があった。「天文学を極

めたい」ということだ。

　かれの人生態度はひじょうに誠実であり、また

段階的だった。生業とする通訳の仕事についても、

ある時かれは覚るところがあった。それは当時は

通訳もひとつの“職人芸”で、口伝え・耳伝えの

ひとつの技術になっていた。忠雄もはじめはそれ

に従ったが、やがて「このやり方では正確さを欠

く」と思った。そして「通訳もキチンとした文法

を学ばなければダメだ」と思い立ったのである。

　前に書いたように通訳業もパテントなので、同

業者の中には文法書をもっている者もいたが、自

世と絶って世のためにつくす。志筑忠雄
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家に秘匿して他には見せない。企業秘密だ。これ

を忠雄は説得した。

　「手持ちの関係書を共有して、高く広い視点に

立って通訳業を世界のために役立てよう」

と呼びかけた。反対する頑固者もいたが賛同する

者もいた。秘匿されていた参考書がつぎつぎと公

開され、通訳たちのレベルが一挙に向上した。感

で楽器を弾いていたのが、楽譜の勉強をはじめた

のと同じだ。

　しかし忠雄自身はその世界から身を引いた。そ

れは「本格的な天文学者の和訳には、気の遠くな

るような時間が要る」と思っていたからだ。時間

を得るためには他の仕事を減らさなければならな

い。とくに煩わしいルーティンワークがじゃまだ。

「病いを理由に世人の交通を謝した」というのは、

謝したのではなく“拒絶した”ということだ。面

会謝絶だ。完全に世の中との交流を絶って、天文

学の洋書を和訳することが、

「たとえ奇人と思われても、そのほうが自分とし

ては世の中に奉仕できる」と考えていたためだ。

　訳文は持論の文法重視を核とした。この主張に

は誰も抵抗できない。いままでは通訳と同じよう

に、いわば“職人芸”としてまかり通してきた翻

訳にも、文法という太い骨を通されて、訳書の体

裁もととのい専門の研究者たちも注目し、高い評

価を示すようになった。

　忠雄がこういう態度を保ったのは、やはり師の

本木良永に影響を受けている。つまり、「１枚の

器械使用説明書の中からでも、日本の科学界を震

撼させる説を引き出せる」ということだ。

　中野という本姓に戻った忠雄の努力は、そのま

ま“ひきこもった隠士”として、世間から忘れ去

られることはなかった。次第に向上をとげるオラ

ンダ渡りの科学書（とくに天文学書）の出版をみ

て、大槻玄沢などのオランダ学者が注目した。大

槻はその著書で、

「中野柳圃（忠雄の号）トイフ人ヨリシテ、其

（和訳のこと）正法起レリ」とはっきり書いてい

る。忠雄の「和訳にもオランダ語の文法をキチン

と勉強してから」という主張が据えられているこ

とを、正しく見抜き評価したのだ。

　どういう訳書があるかは専門的になるので略さ

せていただく。ただ師の良永と同じように、重力・

求心力・遠心力・加速などの術語は忠雄の名訳だ。

　このころの日本の天文学者は、幕府の方針も

あって「暦法」の研究に重点をおいていた。空で

起る天体現象を正確に予告する暦の作製に力を注

いでいたためだ。そんな中で忠雄は「宇宙起源

論」を発表した。「混沌分判図説」と名づけている。

大気を主成分としてその混沌から凝縮、それが引

力の増強をもたらす、というような、筆者などに

はとても理解できない論だ。先学によれば、ヨー

ロッパのカント・ラゴラスの“星雲起源説”と同

じ発想だ、という由だ。

　奇才志筑忠雄はやはり長生きはできなかった。

文化３（1806）年の４月、49歳で死んだ。
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地域防災実戦ノウハウ（86）

― 関東・東北豪雨災害の教訓と課題　その１ ―

Blog 防災・危機管理トレーニング
（http://bousai-navi.air-nifty.com/training/）

主　宰　日　野　宗　門
（消防大学校　客員教授）

連連 載載

講講 座座

１．はじめに

2015年９月８日（火）19時前のＮＨＫの天気予

報中に、気象キャスター（気象予報士）が本州南

方（北緯30度線付近）にあった台風第18号の進路

予想の解説とともに、「明日は、この台風の影響

で関東地方に線状降水帯が出現すると予想され、

大雨に注意が必要」と警告していました。それを

聞いて私は「明日は要注意だな」と感じたのを今

でも鮮明に覚えています。

そして、予想どおり、翌日（９日）の昼頃から

豪雨が関東地方を襲い始めます。この豪雨はやが

て東北地方を巻き込み、「平成27年９月関東・東

北豪雨」として各地に惨状をもたらしました。し

かし、どれほどの人がこの警告に耳を傾けていた

でしょうか？

気象予報士会のメーリングリストでは、前述の

警告を発した予報士さんが「“予報士さんも大変

な時代だね。前日でもあんな状況になる予想がで

きないなんて”という言葉を掛けられ悔しい思い

をした」ことが紹介されていました。いったい世

間の皆さんの目は何を見、耳は何を聞いているの

でしょうか？私には、「心ここにあらざれば、視

れども見えず、聴けども聞こえず」（中国・戦国

時代の思想書「大学」から）と思われてなりませ

ん。

台風第18号に伴う豪雨により関東・東北地方を

中心に大きな被害が発生しましたが、特に茨城県

常総市では10日に発生した鬼怒川の堤防の溢水・

決壊に伴う洪水により甚大な被害となりました

（表１）。

表１　台風第18号による被害の概要

被害 全国（注１） 茨城県常総市（注２）

死者 ８人　 ２人　

住家被害

全壊 ７９棟　 ５３件　

大規模半壊 ―　　 １４５８件　

半壊 ６０１４棟　 ３５２５件　

床上浸水 ２８７０棟　 １７１件　

床下浸水 １００５９棟　 ３０５５件　

（注１）2015年11月30日18時現在（消防庁：平成27年台風第18号による大雨等に係る被害状況等について（第36報））

（注２）2015年12月24日現在（常総市ホームページ）

消防科学と情報
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この災害では住家被害が大きかったにもかかわ

らず死者は８人にとどまりました。しかし、実際

は危機一髪の状況が数多く発生していました。テ

レビでご覧になった方も多いと思いますが、洪水

により孤立した多数の住民が警察、消防、自衛隊、

海上保安庁のヘリコプターで救助されました（表

２）。

特に鬼怒川が溢水・決壊した10日は、激しい氾

濫流の中に孤立した住民の一刻を争う救助活動が

各所で展開されました。この救助活動は、洪水発

生が昼間（若宮戸地先の溢水は６時、三坂町地先

の決壊は12時50分）であったこと及び被災地上空

が航行可能な気象条件であったことにより可能と

なったものです。洪水発生が夜間又は劣悪な気象

条件下であったなら、ヘリコプターによる救助活

動はほとんど不可能となり、人的被害は甚大なも

のになっていた可能性があります。

関東・東北豪雨ではさまざまな問題が噴出しま

したが、なかでも「（常総市で）多くの人が逃げ

遅れた」ことが最大の問題と思われます。

前５回の連載では、広島市豪雨災害時の広島市

及び市民の「避難」に係る課題を中心に考えまし

た。広島市は土砂災害への対応、常総市は洪水災

害への対応という違いはあります。しかし、災害

の形態は異なるものの両者には共通する課題も多

く存在すると感じています。

そこで、今回から複数回にわたり広島市豪雨災

害と対比しながら常総市洪水災害の「逃げ遅れ」

に係る課題と教訓について考えることにします。

今回は、常総市に洪水をもたらした降水と河川水

位の特徴を見ることにします。

２．降水の特徴

⑴　線状降水帯の発生と移動

９月９日（水）、台風第18号は10時過ぎに愛知

県知多半島付近に上陸し、14時頃に日本海に抜け、

21時には温帯低気圧に変わりました。そして、前

述の気象予報士の予想どおり、関東地方（神奈川

県、東京都、埼玉県）の西部に11時頃から線状降

水帯が出現し始めました。

この線状降水帯は北へ（群馬県、栃木県へ）伸

びるとともに、全体としてはゆっくりと東に移動

しました。16時頃から神奈川県・東京都・埼玉県

の東部、千葉県・茨城県の西部、栃木県中西部に

停滞気味となります。なかでも、栃木県中西部に

は長時間にわたり強雨域がかかり続けました。

10日に入ると、線状降水帯は降水強度の強弱を

繰り返しながら、11時頃まで千葉県・茨城県の西

部、栃木県にかかり続けましたが、午後には降水

域の中心は福島県、宮城県へ移動しました。

⑵　鬼怒川上流部の降水

常総市の洪水被害は鬼怒川の溢水・決壊で発生

しました。たびたび報じられているように、常総

市若宮戸地先での溢水は「太陽光パネル設置に伴

う自然堤防の切削」、常総市三坂町地先の堤防決

壊は「（周辺より低い）堤防を越えてあふれ出た

表２　ヘリコプターによる日別救助者数（人）（注１）

10日 11日 12日 合計

４０３　 ８９１　 ４９　 １３４３（注２）

（注１）2015年10月１日現在（茨城県：平成27年関東・東北豪雨による本県の被害及び対応

について）

（注２）茨城県の最新の資料では救助者数合計は1339人となっている。

№123 2016（冬季）
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水が外側の土手を削り取ったこと」が原因の一つ

とされています。これらの要因は重要ですが、最

大の要因は鬼怒川最大の流域面積を占める上流部

（栃木県）に大量の降水があったことです。

図１は、鬼怒川上流域に位置する栃木県今市

（アメダス観測所）の１時間雨量、24時間雨量の

推移をみたものです。今市では、10日６時20分ま

での24時間雨量が541.0㎜と観測史上１位を記録

しました。従来の１位は289㎜ですから、その倍

近い雨量であり、今回の豪雨のすさまじさがわか

ります。

図１からは、最大の１時間雨量は60㎜程度です

が、長時間にわたり20～50㎜程度の降水となって

いることがわかります。１時間雨

量100㎜前後の降水が２時間強継

続した広島市豪雨との比較では、

降水強度はやや弱いですが継続時

間が長く積算雨量が巨大であるこ

とが特徴です。

また、同じく鬼怒川上流部に位

置し、今市から直線距離で約22㎞

離れた五十里（アメダス観測所）

でも、10日６時30分までの24時間

雨量が551.0㎜と観測史上１位（従

来の１位は311㎜）を記録してい

ます。

なお、「異常気象リスクマッ

プ」（気象庁）によれば、これら

の観測所での50年確率（大雨特別

警報水準）の24時間雨量は、今市

で288㎜、五十里で296㎜ですが、

これらの値をも大きく上回ってい

ます。

ちなみに、常総市役所に最も近

い鬼怒川水海道観測所（国土交通

省下館河川事務所）の雨量は図２

のとおりです。ご覧のように、９日17～18時の30

㎜弱 /h の降水後は、散発的にやや強い雨を観測

しているものの全体としては異常を感じさせるも

のではありません。逆に、このような降水特性が、

常総市や市民に洪水危険への警戒を怠らせた面は

なかったか気になるところです。

なお、10日３時頃に24時間雨量が100㎜を超え

土砂災害の危険が高まりつつありましたが、その

後、線状降水帯の東北への移動とともに降水は弱

まり、危険度は低下しました。

図１　栃木県今市（アメダス観測所）の１時間雨量、24時間雨量

図２　鬼怒川水海道観測所の１時間雨量、24時間雨量

消防科学と情報
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３．河川水位の特徴　　　　　　　　　

－鬼怒川の溢水・決壊と水位の状況－

前述の豪雨により鬼怒川の水位は急上昇し、10

日６時に若宮戸地先で溢水が始まりました。さら

に、11時42分に若宮戸地先から約4.5㎞下流の三

坂町地先で堤防越水、12時50分に堤防決壊となり

ました（※）。

※溢水・越水：無堤地の越流は「溢水」、堤防の越流

は「越水」

これらの溢水・決壊箇所近傍には、国土交通省

下館河川事務所の鎌庭観測所及び鬼怒川水海道観

測所があります。前者は若宮戸地先から２㎞、三

坂町地先から約6.5㎞上流に、後者は若宮戸地先

から約14.5㎞、三坂町地先から10㎞下流に位置し

ます。

鎌庭観測所では、10日４時頃に水位が既往最

高水位3.39ｍを上回り、12時頃に既往最高水位

を2.37ｍ上回る5.76ｍの最高水位となっています

（図３）。

また、鬼怒川水海道観測所では、10日７時頃に

既往最高水位5.63ｍを上回り、13時頃に既往最高

水位を2.43ｍ上回る8.06ｍの最高水位となってい

ます（図４）。

（次号へ続く）

図３　鎌庭観測所での2015年９月10日の時刻水位図

（注１）鎌庭観測所は若宮戸地先から２㎞上流、三坂町地先から約6.5㎞上流

（注２）国土交通省「水文水質データベース」から引用

図４　鬼怒川水海道観測所での2015年９月10日の時刻水位図

（注１）鬼怒川水海道観測所は若宮戸地先から約14.5㎞下流、三坂町地先から10㎞下流

（注２）国土交通省「水文水質データベース」から引用

№123 2016（冬季）
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１　はじめに

近年、全国的に火災件数は減少傾向にあるが、

電気用品、燃焼機器及び自動車である製品火災の

件数については増加傾向にある。

製品火災の出火原因判定において、「消費者側

の使用上の誤り等によるものなのか？」「製造者

側の製品不備によるものなのか？」等を総合的に

検討することは、大変重要かつ困難であり、その

判断は消防に委ねられている。

また、その結果を各消防本部が「火災等事故報

告書」により消防庁に報告することで、関係省庁

と情報を共有化している。

そして、市民に対しての注意喚起や製造業者の

再発防止対策等は、市民の安心・安全に繋がって

いる。

本火災は、軽自動車のフォグランプより出火に

至った火災であり、製造業者立会いのもと鑑識を

実施した結果、出火原因にあっては製造業者との

所見が一致したものの、再発防止対策について、

消防と製造業者との見解が合わず、製造者責任

「有」と判断した事例である。

２　火災の概要

⑴　出火日時

平成27年７月　22時頃（事後聞知火災）

⑵　出火場所

静岡市駿河区地内

⑶　火災種別

車両火災

⑷　被害状況

軽自動車フォグランプ１基及びフロントバ

ンパーの一部を焼損したもの

３　気象状況

天候：くもり　風向：南東　風速：0.5ｍ　気

温：31.5℃　湿度：75.4％

４　発見時の状況

軽自動車の所有者（以下「所有者」という。）

は、給油するため静岡市駿河区地内のガソリンス

タンドに入店しようとした際、待機していたガソ

リンスタンド従業員が軽自動車（以下「車両」と

いう。）運転席側フロントフェンダーと運転席側

フロントタイヤの間から炎が出ているのを発見し、

車両をガソリンスタンドから遠ざけて、水道水に

て初期消火したものである。

また、所有者が後日最寄りの正規販売店（以下

「販売店」という。）へ修理目的で訪れた際に、正

規販売店店長が消防へ通報した事によって、火災

を覚知した事後聞知火災である。

◇火災原因調査シリーズ (79)・自動車火災

軽自動車のフォグランプより出火に至った事例

静岡市消防局
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５　見分状況

⑴　現場見分状況

火災発生時に入店しようとしたガソリンスタン

ド周囲の路面上に焼損及び漏洩等の痕跡は確認で

きず、正規販売店に停車されている車両は、外観

上運転席側フロントバンパーの一部のみに焼損が

認められ、その他の外観及び車内に焼損は認めら

れないことから、後日、製造業者（以下「Ａ社」

という。）、静岡県警察、国土交通省が立会い鑑識

見分を実施するものとした。

⑵　鑑識見分状況

ア　車両概要

ａ　製造業者：Ａ社

ｂ　種別：軽自動車

ｃ　初年度登録：平成25年２月

ｄ　火災時走行距離：28,288㎞

ｅ　過去の事故事例

Ａ社の情報によると、東海北陸地方で

過去フォグランプが起因する火災が１件

発生しているとのことである。

なお、全国で発生している過去の事故

事例を確認して、後日情報提供するよう

要望した。

イ　鑑識見分

車両外観をフロント、リア、左右サイド

及びルーフを順次見分するも、運転席側フ

ロントバンパーの一部のみに溶融が認めら

れる以外に焼損は確認できない。

また、車両下部であるエンジンルーム下

部、排気系統、駆動系統及び車内に焼損及

び破損は認められない。（写真№１から№

４）

焼損の認められるフロントバンパー（材

写真１　車両外観（フロント） 写真２　車両外観（リア・助手席側）

写真３　車両下部 写真４　車内
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質：ＰＰ）を仔細に見分すると、運転席側

フロントタイヤに焼損は認められず、運転

席側フロントバンパーは下方から縦約20㎝、

横約30㎝の範囲で焼失しており、フォグラ

ンプ下方部分には溶融及び変形が確認でき

る。（写真№５及び№６）

さらにフロントバンパーを取り外し、フ

ロントバンパー裏面及び車体フロント部を

焼損の認められない助手席側と比較し見分

すると、助手席側フロントバンパー裏面は、

フォグランプ部品の外装樹脂であるハウジ

ングが取付けステー４点のビスにより固定

されており、中央にはランプ部品であるバ

ルブがねじ込み式により取り付けられてい

写真５　運転席側フロントバンパー 写真６　運転席側フロントバンパー

写真７　助手席側ハウジング 写真８　運転席側車体フロント

写真９　運転席側バンパー裏面 写真10　運転席側車体フロント
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る。（写真№７及び№８）

運転席側フロントバンパー裏面は、バン

パーのフォグランプレンズ取付箇所は原形

を留めているが、ハウジング取付ステー４

点のうちフェンダー側２点が焼失し原形を

留めていない。

運転席側車体フロント部には溶融し脱落

したハウジングが固着している。（写真№

９及び№10）

脱落し固着しているハウジングを確認す

ると、助手席側ハウジング（写真№７）の

ようにハウジング中央にバルブが差し込ま

れているが、運転席側ハウジングは樹脂が

溶融して、バルブが外れランプ部が露出し

ている。（写真№11）

立会人であるＡ社に確認すると、車両の

フォグランプは方向指示レバーに取り付け

られているライトスイッチのさらに先端の

フォグランプ切り替えスイッチがＯＮ状態

時に点灯するものであると説明を受ける。

方向指示レバーのフォグランプ切り替え

スイッチはＯＮ状態（写真№12）であるこ

とが確認でき、さらに、ヒューズボック

ス内の各ヒューズの通電状況を確認する

と、運転席側フォグランプに繋がるヒュー

ズ（20Ａ）に断線（写真№13内橙色矢印箇

所）が認められる。

回路図を確認し断線しているヒューズが

直接フォグランプのみと繋がっていること

から、火災発生時にはフォグランプが通電

状態であり点灯していたことが立証される。

バンパーより運転席側及び助手席側フォ

グランプを取り外し比較して見分すると、

運転席側フォグランプ外観は、表面レン

ズは黒色に変色するも亀裂若しくは破損は

確認できない。

裏面は、全体的にハウジングの外観樹脂

は溶融しており、中央に位置していたバル

ブ差込口は、外側にずれバルブ差込口周辺

の樹脂は白色化している。（写真№14及び

№15）

レンズとハウジングを離脱してフォグラ

ンプ内部を見分すると、裏面レンズは一様

に黒色の変色が認められ、ハウジング内部

写真11　運転席側ハウジング

写真12　方向指示レバー切り替えスイッチ

写真13　ヒューズの断線状況
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に取り付けられている反射板は、一様に茶

褐色の様相を呈しているが、バルブ差込口

の一部に黒色の変色及び炭化が確認できる。

（写真№16）

バルブは、取付け部樹脂に一部溶融が認

められるもののランプ及び接続端子に溶融、

破損は確認できない。

また、バルブの導通状態を接続端子から

確認すると、「0.5Ω」と表示し断線してい

ないことを確認する。

さらに、運転席側バルブに接続されてい

る配線及び接続端子を確認するも、素線及

びファストン端子に溶融は認められない。

（写真№17～№19）

写真14　表面レンズの状況 写真15　ハウジングの状況

写真16　フォグランプ内部 写真17　バルブ外観

写真18　バルブ導通状態 写真19　配線及び接続部
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６　出火原因の検討

⑴　見分状況

ア　焼損が運転席側フォグランプ及びバン

パーのみであり、ハウジングが脱落してい

ること。

イ　運転席側フォグランプに繋がるヒューズ

（20Ａ）が断線しており、火災発生時には

フォグランプは通電状態（点灯状態）であ

ること。

ウ　ハウジングは、バルブ差込口の焼損が著

しい見分ができること。

エ　バルブは、導通が確認され接続される端

子及び配線の素線に電気的な溶融が認めら

れないこと。

⑵　関係者からの説明

ア　バルブのランプ表面温度は、約400℃で

以上発熱するとのこと。

イ　ハウジングを形成する樹脂の材質は、ポ

リプロピレン（ＰＰ）であり、融点214℃、

発火点570℃であること。

ウ　バンパー底面に擦った痕跡があるとのこ

と。

⑶　出火原因

火災発生時にフォグランプは点灯状態であり、

バルブ、接続端子及び配線に電気的な異常が認め

られず、バルブのランプ表面温度が高温でハウジ

ング及びバルブ差込口の焼損が著しいことから、

走行中の振動等でバルブが緩み外れたか、若しく

はバンパー底面に擦った痕跡の残る程の外的スト

レスが加わったことによりバルブが外れたか等、

何らかの原因によりバルブがハウジングより外れ、

高温となったバルブのランプがハウジングに接し

たことにより出火に至ったと判定した。

７　再発防止対策

後日、消防庁及び国土交通省中部運輸局（以下

「国土交通省」という。）の情報提供によると、同

車種の類似火災が過去に消防庁では５件、国土交

通省では13件の火災発生を確認していると説明が

あったことから、当消防局は再発防止対策につい

て検討した。

⑴　火災等事故報告書

平成21年４月14日付け「製品火災に係る報告に

ついて」の消防庁通知がされていることから、製

品火災が発生した場合、全ての消防本部が製品の

詳細、製造者責任の有無、出火原因の所見、製造

業者との所見が一致しているか等を記載して、火

災等事故報告書を消防庁へ提出している。

本火災にあっては、製造者責任の有無について、

Ａ社へ要望書を提出し、バルブが外れるメカニズ

ムを検証した上で検討することとした。

⑵　要望書（第１回目）

当消防局は、確認事項及び検証事項として次に

掲げる内容を要望した。

ア　確認事項

ａ　フォグランプ内のバルブが起因する過

去の事故内容

ｂ　フォグランプ内のバルブが起因する過

去の事故件数

イ　検証事項

ａ　バルブが外れるメカニズムの検証

ｂ　フロントバンパー（底面）の引きずり

等外的要因によるバルブ脱落の検証

ｃ　フォグランプ点灯時のバルブ及び周囲

樹脂の温度変化の検証

⑶　Ａ社からの回答（第１回目）

ア　確認事項

助手席側バンパー下部を障害物に引っ掛

けた状態で後退したことによる外的ストレ

スにより、バルブが外れ周囲部品に接触し

たことによる火災が10件、運転席側フォグ
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ランプが何らかの原因により外れたと推定

した火災が１件（当該車両）であり、フォ

グランプ内のバルブが起因する事故件数は

合計11件である。

イ　検証事項

ａ　バルブが外れるメカニズムの検証結果

フロントバンパーの損傷によりハーネ

スが突っ張ると、助手席側フォグランプ

バルブは取外し方向へ回転する力が発生

しバルブは脱落しますが、運転席側フォ

グランプは取付け方向へ回転する力が発

生することからバルブは脱落しない。

ｂ　フロントバンパー（底面）の引きずり

等外的要因によるバルブ脱落の検証結果

縁石を想定した治具（高さ200㎜、幅

及び厚さ150㎜）をフロントバンパー底

面に設置し、フロントバンパーを前方向

へ移動させた結果は、下表のとおり。

フォグランプバルブ バルブ回転荷重 バンパー変位量 バルブの外れ

運転席側 9.7ｋｇｆ 233㎜ なし

助手席側 8.3ｋｇｆ 85㎜ あり

※検証回数については報告なし

ｃ　フォグランプ点灯時のバルブ及び周囲

樹脂の温度変化の検証結果

正常な取付状態でフォグランプを50分

点灯した時の各部位最高温度は

・バルブのランプ表面：501℃

・ハウジング：116℃

・ハウジング取付ステー：38℃

・バルブ取付部：92℃

・レンズ：117℃

⑷　要望書（第２回目）

当消防局は、Ａ社からの回答からフォグランプ

のバルブが起因する火災が11件（消防庁からの情

報は５件、国土交通省からの情報は13件）も発生

しており、自動車のバンパーは、接触時に衝撃や

振動を緩和するための安全装置であって、外的要

因が発生することは当然ながら想定されている箇

所であり、また消費者は、バンパーが外的要因に

よってバルブが外れ、火災が発生することは予見

できず、さらに、回答では運転席側バルブの外れ

は否定されているが、他県で過去に１件の運転席

側バルブの火災が発生し、本火災についても運転

席側バルブで火災が発生しており、鑑識時に立会

いしたＡ社は今回のバルブの外れは外的要因によ

る可能性が高いとの主張があった。

このことから当消防局は、更なる類似火災発生

の恐れが大であると判断し、再発防止対策として

次の内容を再要望することとした。

ア　フォグランプのバルブが脱落しないため

の改善対策

イ　消費者に対する注意喚起

⑸　Ａ社からの回答（第２回目）※回答内容抜

粋

ア　フォグランプのバルブが脱落しないため

の改善対策について

当該不具合は、お客様の事故（フロント

バンパーの損傷）に起因したものであり、

現時点、措置は考えておりません。

イ　消費者に対する注意喚起について

お客様に対しては、走行中、床下に衝撃

を受けた時は各部に損傷がないか確認する

ことを取扱説明書に記載しており、また、

弊社ホームページにてバンパーに衝撃（ぶ

つかる・擦る）が加わった場合、販売会社

で点検を受けることを案内し、市場への注
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意喚起を行っています。

当該不具合は、お客様の事故に起因した

ものであり、販売会社や一般整備業者に入

庫された際、作業が行われるようにバン

パー周りに取り付けた部品（バルブ等）の

状態を確認することを注意喚起する方法を

検討します。

市場注視するとともに必要に応じて更な

るお客様への注意喚起を検討します。

⑹　消防庁への報告

当消防局は、Ａ社の回答から市民に対しての注

意喚起は十分成果があるものなのか？なぜ11件の

火災が発生してしまうのか？を検討し、静岡市内

をはじめ全国的にも類似火災が発生する可能性は

高いのではないかと危惧し、製造者責任「有」と

判断して消防庁へ報告した。今後情報が共有され、

類似火災が発生しないことを願う。

８　おわりに

現在、我々の製品火災に対する火災調査は、出

火原因のみならず、製造者責任の有無まで回答が

求められている。

しかし、消防と製造業者とではその見解につい

て差異が生じることも少なくない。

今回の寄稿にあたり、Ａ社に原稿確認を依頼し

た結果、「Ａ社は平成28年１月に販売店向けサー

ビス情報掲示板に注意喚起情報を掲載するととも

に、同情報を日整連情報誌に掲載する。さらに販

売店営業ツールにも注意喚起情報のコンテンツを

追加する」と掲載内容を付け加えていただきたい

と要望があった。

しかし、これは消費者へ直接注意喚起するもの

ではなく、必ずしも再発防止に繋がる解決策にな

るとは限らない。

火災原因調査は、類似火災の再発防止を目的と

しており、火災予防施策のなかでも重要な役割を

担っている。消防と製造業者は、今後も「市民

（消費者）に安心・安全を提供する」という共通

の目的のもと、協議・検討し進めることが必要で

あり、そして今回の事案が、全国消防本部の皆様

方へ「次に繋がる火災原因調査」となれば幸いで

ある。
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○　平成23年３月11日、東北地方太平洋沖地震の

発生により東北地方から関東地方の沿岸地帯を

中心に未曽有の被害が発生し、東日本大震災と

命名されました。当センターでは平成23年度春

号から東日本大震災を特集し、いろいろな角度

から震災の様子をお伝えしてまいりました。

速いもので今年の３月で震災発生後５年を迎

えることとなります。当初予定しておりました

テーマで扱いきれなかったものもありますが、

５年目を迎えた冬号が潮時と考えまして東日本

大震災の特集を終了とさせていただくことにな

りました。

この間、多くの方々に多大なるご協力を賜り

まして厚く御礼申し上げます。

なお、大震災は未だ続いております。今後も

復興の様子など、東日本大震災を可能な限り取

り上げてまいります。

〇　地球温暖化、その影響は異常高温（熱波）や

大雨・干ばつの増加などのさまざまな変化を

伴って人間の生活に影響を及ぼすことが予想さ

れております。

20世紀半ば以降の地球規模の気温上昇の主な

原因は、人間活動による温室効果ガスの影響が

極めて高いと考えられているようです。

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の

報告では、対策を講じなければ「今後100年で、

最大6.4度の気温上昇」があると予測されてお

ります。

昨年フランス・パリで開催された COP21（国

連気候変動枠組条約第21回締約国会議）では、

2020年以降の温暖化対策の国際枠組み『パリ協

定』を正式に採択しました。

地球温暖化阻止へ歴史的な一歩と大きな評価

を得ておりますが、これからの歩みは簡単では

ないような気がします。

〇　高速増殖炉は、発電しながら消費した以上の

燃料を生成でき、資源の利用効率が飛躍的に向

上するということで、日本のエネルギー政策の

根幹として研究が進めてまいりましたが、発電

実験炉「もんじゅ」がナトリウム漏えい事故後

の安全確保、保守管理等に係る問題点が指摘さ

れております。

昨年、原子力規制委員会から日本原子力研究

開発機構に運転を任せるのは不適当だとして、

新たな運営主体を明示するよう文部科学大臣に

勧告がなされております。

状況によっては、核燃料サイクル政策は夢の

計画で終わるのでしょうか？

編　集　後　記

〔本誌から転載される場合にはご連絡願います。〕
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